
都道府県労働局長殿

基発 0401第 48号

平成26年4月1日

厚生労働省労働基準局長

（公印雀略）

労働基準局の組織の変更等について

本省の組織について、別添 1のとおり「厚生労働省組織規則の一部を改正す

る省令（平成 26年厚生労働省令第 38号）」が平成 26年3月 31日に公布され、

同年 4月 1日に施行されたところである。また、別添 2のとおり「厚生労働省

の内部組織に関する訓令の一部を改正する訓令」（平成 26年厚生労働省訓第 1

号）が平成 26年4月1日に施行されたところである。

これらの改正により、労働基準局においては、安全衛生部労働衛生課産業保

健支援室の設置及び労災補償部労災保険業務課システム最適化推進室の廃止等

が行われたので、通知する。

なお、これに伴い、従前に発出した通知その他の文書における組織名につい

て、「労災保険業務課システム最適化推進室（長）」とあるのは「労災保険業務

課（長）」と読み替えるものとするので了知されたい。
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織
規
則
瓦
の
一
部
壱
改
正
す
る
会
令
是
茨
の
よ
う
に
定
め
る
・

漂

境

向

占

助

成

金

の

支

給

に

つ

山

吃

は

ご

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

，

平

成

二

十

六

年

三

月

三

十

一

日

厚

生

労

働

大

臣

田

村

f
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、

（号外第 69号）！

厚

生

労

働

省

組

織

規

則

自

一

部

を

改

正

す

る

省

令

第

四

十

七

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

．

厚
生
労
働
省
組
織
規
則
｛
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
a

（
地
域
雇
用
対
策
室
、
労
働
移
動
支
援
室
、
判
農
山
村
雇
用
対
策
室
及
玖
建
設
・
港
湾
対
策
室
）

第
十
三
条
の
こ
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
友
匂
医
療
関
連
サ
ー
ビ
ス
室
」
を
削
ロ
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
一
第
一
四
十
七
条
雇
用
開
発
企
画
課
に
、
地
域
雇
一
周
対
寂
－
室
j

h

労
働
移
動
支
援
護
、
農
山
村
雇
用
対
策
室
及
び
建
設
・
港

項
を
削

a・

F

J

－

湾

対

策

室

を

置

く

・

ヲ

t
L
F
t
t

”

r
任

第
十
八
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
国
立
病
院
機
構
賃
理
室
」
の
下
に
「
及
び
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
管
了
’
u

地
域
雇
用
対
策
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務

d

色
予
断

ιrLそ
，

z

一

理
室
」
を
加
え
、
同
条
中
第
五
項
を
第
七
項
と
し
、
第
四
項
を
第
六
項
と
し
、
第
一
一
一
項
む
次
に
次
の
二
一
頃
を
加
え
る
・
－
一
一
地
域
雇
用
開
発
促
進
法
、
〔
昭
和
六
十
－
こ
伝
法
律
第
こ
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
ど
規
定
す
る
地
域
雇
用
開
発
に

4

地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
管
理
室
は
、
独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関

τ」
関
す
き
」
と
門
職
業
能
力
開
発
局
及
び
雇
用
政
策
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
〈
J
・

る

事

務

を

コ

か

さ

ど

る

．

、

句

”

、

）

ニ

地

域

に

が

け

る

雇

用

機

会

町

確

保

＝

関

す

る

む

と

（

農

山

村

雇

用

対

策

室

の

所

掌

に

属

す

る

も

の

を

除

〈

J
・

5

地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
管
理
室
に
、
室
長
を
置
く
。

b

一
三
季
節
的
に
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
の
恥
用

umす：
I

設
砂
捨
置
に
関
坑
る
ご
と
。

第
一
一
一
十
五
条
の
見
出
じ
を
「
（
産
業
保
錘
支
援
室
及
び
電
離
放
射
線
労
働
者
健
康
対
策
室
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
一

3

地
域
雇
用
対
策
室
に
、
室
長
を
置
く
夙

『
労
働
衛
生
棋
に
、
」
の
干
に
『
産
業
保
健
支
援
室
及
び
」
を
加
え
」
及
び
調
査
官
T

一
人
』
を
削
り
、
向
家
中
第
四
項
を
一

4

労
働
移
動
支
援
室
は
、
労
働
稼
動
に
関
す
る
肱
態
改
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

削
り
、
第
三
項
を
第
豆
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
一
項
目
次
に
次
の
二
項
在
加
さ
。
．
－
F
h
u

雲
閣
移
動
支
援
室
に
、
室
長
を
置
く
・

2

産

業

保

健

支

援

室

ぼ

、

次

に

掲

げ

る

事

務

を

つ

か

さ

ど

る

・

日

、

一

一
農
山
村
雇
用
対
策
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
労
働
安
全
衛
生
法
巳
規
定
す
昌
樹
生
管
理
者
瓦
ぴ
産
柔
医
反
問
す
る
と
み
』
・
一

一
一
農
山
村
に
お
け
る
雇
用
機
会
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
．

ニ
労
働
安
全
衛
生
法
に
規
定

T
る
健
康
診
断
及
び
健
康
管
理
手
帳
に
関
す
る
と
と
・
一
一
一
林
業
労
働
者
D
雇
用
管
理
由
改
善
に
関
す
る
乙
と
・

三
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
労
働
者
の
健
康
の
保
持
増
進
を
図
る
た
め
事
業
者
が
講
ず
る
必
要
な
措
置
（
労
一

裏
金
衛
生
法
に
規
定

Z作
業
環
境
測
定
に
関
ず
る
も
の
を
除
〈
J
に
関
す
る
支
援
に
関
す
る
と
と
・
一

7

鹿
山
村
雇
用
対
策
室
に
、
室
長
在
置
え
一

3

産
業
保
健
支
援
害
、
室
長
室

t

i

l

－

一

8

喜
・
港
湾
対
策
語
、
次
に
掲
げ
る
事
務
浮
つ
が
さ
ど
る
・

で
第
四
十
一
条
の
見
出
し
及
村
山
同
条
第
一
項
中
4

『
公
共
職
業
安
定
所
運
営
企
画
室
」
の
前
に
『
訓
続
受
講
者
支
援
室
及
一
一
，
建
設
労
働
者
及
び
、
港
湾
労
働
者
の
雇
用
の
改
潜
に
闘
す
る
こ
と
・

寝
一
ぴ
」
を
加
え
同
条
中
第
七
項
を
第
九
項
と
レ
、
第
二
項
か
ら
第
穴
項
ま
で
を
二
項
ず
つ
繰
り
下
げ
川
第
一
項
目
次
に
一
ニ
港
湾
労
働
者
の
菱
重
ぴ
港
湾
運
送
の
業
務
に
つ
川
町
て
行
う
労
働
者
派
遣
事
業
に
関
す
る
こ
と
・

事

玄

の

こ

項

を

加

え

る

－

－

一

’

一

9

建
設
・
港
湾
対
策
室
に
、
室
長
老
寧
＼

一
2

訓
練
受
講
者
支
援
室
は
、
定
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
と
そ
よ
一
第
五
百
七
十
七
索
中
「
十
四
部
号
室
」
を
「
十
言
及
立
一
喜
に
、
「
血
液
し
安
全
性
研
究
部

L
d
p

一
一
政
府
が
行
う
公
共
職
業
訓
練
の
受
講
者
及
び
修
了
者
、
，
職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
襲
撃
の
就
職
申
支
一
い
「
襲
警
塁
内

宮

一

時

間

肘

J

昨
日
し
は
お
位
昨
日
現
可
抗
日
経
%
諮
問
見
路
鍔
一
的
制
d
w（
同
一
理
鶴
臓
部
」

1

欄
籍
組
髄
質
保
霊
」
を
叶
動
物
管
室
」
陀
改
め
る

一
！
育
訓
練
を
い
う
・
v
の
受
講
者
反
び
修
了
者
（
次
号
及
び
第
七
苦
八
十
八
条
似
三
に
お
い
T
「
訓
練
受
講
者
」
と
い
一
第
五
百
九
十
八
条
を
削
目
、
第
五
百
九
十
七
条
を
第
定
一
九
十
八
条
主
し
、
第
宜
百
九
サ
ホ
条
を
第
宝
百
九
十
七
条

i
一

う

J
司
職
業
紹
介
及
び
職
業
指
導
に
関
す
る
こ
と
〈
労
働
市
場
セ
ン
タ
ー
業
務
室
町
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
一
と
じ
、
第
五
百
九
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
・

町
立
一
〈
．
y

d

u

t

’
一
（
品
質
惇
笹
J

管
理
部
の
所
掌
事
務
）

下
刊
一
二
訓
練
受
講
者
の
職
業
目
安
定
に
関
す
る
政
策
の
企
画
及
京
立
案
に
関
す
る
Z
と

．

一

第

宝

吉

丸

十

六

条

町

品

質

保

証

・

管

理

部

は

J

次
に
掲
げ
る
事
務
を
ヨ
か
さ
ど
る
．

J
一
一
エ
職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
七
条
町
規
定
に
よ
る
職
業
訓
練
受
一
一
放
射
線
旧
安
全
管
理
及
び
放
射
性
同
位
元
素
を
用
ゆ
た
生
物
学
的
調
査
及
玖
研
究
の
方
法
の
開
発
及
び
改
良
田

昌
一
縛
給
付
金
に
関
す
る
ζ
名

、

一

た

め

の

調

査

及

び

研

究

を

行

う

ご

と

．

Jtγ
し、一一♂川〆

1
－
s
訓
練
受
講
者
支
援
室
に
、
室
長
を
置
く
．

h

一
一
一
感
染
症
そ
の
他
の
特
定
疾
病
の
予
防
、
帰
療
及
J
畿
新
に
関
寸
る
沖
物
学
的
製
剤
並
び
に
抗
菌
性
物
質
製
剤
の

g
一
第
四
十
二
条
を
削
り
、
第
四
十
一
鎌
田
ニ
を
第
岬
主
一
条
と
す
る
．

J

一
生
物
学
的
検
査
及
び
検
定
に
お
け
る
成
績
謀
略
針
院
町
、
こ
れ
伝
の
渥
薬
品
の
生
物
学
的
検
査
及
び
検
定
に
必
要

月
一
第
四
十
四
条
町
見
伯
心
浄
「
若
停
者
雇
用
対
策
室
」
の
前
に
『
民
間
人
材
サ
ー
ビ
ス
推
進
室
寸
」
を
加
え
、
「
‘
裁
労
支
一
な
擦
準
品
目
管
理
及
び
評
街
並
び
は
と
れ
か
一
に
必
畏
島
科
学
的
調
査
及
び
研
究
在
行
ラ
と
と
σ

3
一
援
室
民
び
求
職
者
支
援
室
H

を
「
及
将
就
労
支
援
室
」
に
改
威
、
同
条
第
一
項
中
『
企
画
課
に
」
の
亨
に
つ
民
間
人
一
三
感
染
症
も
の
他
の
特
定
疾
病
の
検
定
検
査
に
必
要
な
基
準
、
検
定
検
査
手
法
旬
精
度
管
理
及
び
生
物
学
的
製
剤

年
一
材
サ
ー
ビ
ス
推
進
室
」
を
加
え
『
、
就
労
支
援
室
及
び
求
職
者
支
援
さ
を
「
及
び
就
労
支
援
室
」
に
改
め
、
同
条
中
一
回
品
質
保
証
押
私
闘
す
る
国
際
的
な
閥
援
を
行
ラ
こ
と
h
国
際
協
力
室
町
所
掌
に
属
官
る
も
の
を
除
く
J
・

3
↓
第
六
項
及
び
第
七
害
車
、
第
五
項
を
第
七
項
と
し
、
第
一
漬
か
ら
第
四
項
ま
で
空
事
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
項
一
第
五
百
九
支
条
の
こ
を
削
る
f

；
↑
い
h
4
2

山

一

の

次

に

次

の

二

項

を

加

え

る

・

一

一

第

六

冥

z
t『

療
育
支
援
課
‘
門
地
域
移
重
県

M
L
改
め
5
・

－
2

民

間

人

材

サ

ー

ビ

ス

推

進

室

は

、

次

に

掲

げ

る

事

務

を

つ

か

さ

ど

る

－

一

ー

医

務

課

」

を

療

育

支

出

田

螺

」

一
－
政
府
以
外
の
者
の
行
一
つ
労
働
力
の
需
要
供
給
の
一
調
整
色
図
る
た
め
の
事
業
の
活
用
に
関
す
る
政
策
の
企
画
及
び
一
第
六
百
六
十
九
条
第
一
号
中
「
己
主
h

の
下
に
パ
地
域
移
行
推
進
課
の
所
講
に
属
す
石
も
の
を
除
〈
J
を
加
え
石
・

立

案

並

び

に

推

進

『

に

関

す

る

こ

と

・

白

由

仁

一

第

六

百

七

十

条

氏

ぴ

第

六

百

七

十

一

条

争

一

次

の

恥

か

区

長

め

る

。

v

ニ
政
府
以
外
の
者
由
行
主
労
働
力
の
需
要
供
給
の
開
整
を
図
る
た
め
の
事
業
の
発
達
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
一
（
地
域
移
行
推
進
擦
の
所
掌
事
務
）

F

己

と

．

、

第

穴

百

七

十

条

地

域

移

行

推

進

課

は

、

国

立

福

祉

型

障

害

児

入

所

施

設

の

所

掌

事

務

の

う

昔

、

障

害

児

等

の

地

域

に

民

間

人

材

サ

ー

ビ

ス

推

進

室

に

、

室

長

を

置

く

．

お

け

る

生

活

に

移

行

す

る

た

め

の

支

援

に

関

す

る

と

と

を

つ

か

さ

ど

る

。
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（
療
育
支
援
課
の
所
掌
事
務
）

第
六
百
七
千
一
条
療
育
支
援
課
は
、
国
立
福
祉
型
陣
容
児
入
所
施
設
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
つ

か

さ

ど

る

．

司

l

－
一
障
害
児
等
の
詮
活
指
導
、
作
業
指
導
ぞ
の
他
保
護
及
び
指
導
ピ
闘
す
る
こ
と
．

一
二
障
害
児
等
の
治
療
殺
育
及
び
保
健
衛
生
花
関
す
る
こ
と
．

一
第
七
百
六
条
町
二
第
二
項
中
「
医
療
練
」
町
下
に
つ
鯛
査
課
」
を
加
え
る
．

一
e

第
七
百
七
条
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
・

）
一
三
の
こ
再
生
医
療
等
の
安
全
性
め
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
ニ
十
五
年
法
律
第
八
十
五
号
．
以
下
「
再
生
医

号

一

霊

安

全

護

霊

長

う

J
B第
七
条
第
こ
項
目
規
定
に
よ
る
再
生
医
療
等
委
員
会
の
認
定
に
関
す
る
こ

9
一
正
．

6
－
・
ニ
町
三
再
生
医
療
等
安
全
性
確
保
設
附
則
第
尺
条
第
＝
項
の
規
定
に
よ
害
特
定
細
胞
加
工
物
の
製
造
の
許
可
及
び

第
一
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
一
特
定
細
胞
姻
Z
物
の
製
造
時
届
出
に
闘
す
忍
こ
と
．

間
一
第
七
百
九
条
中
「
医
療
課
」
吾
『
医
療
課
に
改
め
る
E

，

号

－

開

査

線

」

（
一
第
七
百
十
条
四
三
第
十
号
を
削
る
．

一
第
ガ
百
十
条
の
四
め
次
に
次
の
，
一
発
を
加
足
る
・

一
（
欄
査
課
目
所
掌
事
務
V

！

－

一
第
七
百
十
条
の
四
の
ご
調
査
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
．

一
一
保
険
医
療
機
関
口
保
険
業
局
、
保
険
医
、
保
険
薬
剤
師
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
そ
の
他
医
涙
保
険
事
業
叩
療

一
義
担
当
者
に
関
す
る
調
査
！
情
報
の
管
理
及
び
分
析
並
び
に
そ
の
結
果
の
提
供
に
関
寸
る
と
と
．

同
覗
－
二
地
方
厚
生
局
の
所
業
事
務
（
健
康
福
祉
部
、
麻
薬
取
締
部
、
総
務
課
、
企
画
調
護
課
、
年
金
指
導
課
1

年
金
調

2
一
整
課
及
び
年
金
管
理
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
・
）
に
関
す
る
訴
訟
区
関
す
る
事
務
の
調
整
に
関
す
る
v
」

一
ル
』
．

0

一

，

一
三
次
に
掲
げ
る
事
務
（
医
療
媒
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
〈
J
の
ろ
ち
，
地
方
厚
生
局
長
が
必
要
が
あ
る
と
認

r
a一
め
た
特
定
事
者
に
関
す
る
と
と
．

重
一
イ
健
康
保
険
事
業
J

r

船
員
保
険
事
業
、
？
国
島
健
康
保
険
事
業
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
係
る
療
養
に
関
す

一
る
監
督
（
地
方
厚
生
局
長
一
切
権
限
に
属
す
る
も
の
に
限
る
．
日
を
行
う
こ
と
．

、
一
ロ
ー
保
険
医
療
機
関
、
保
険
薬
局
、
保
険
医
、
保
険
薬
剤
師
、
－
一
指
定
訪
問
看
韻
事
業
者
そ
の
他
医
療
保
険
事
業
白

日
一
療
養
担
当
者
に
対
す
る
監
督
を
行
う
E
と．

曜
－
第
七
菅
’
T
奈
の
十
第
］
項
第
一
号
へ
中
「
ニ
λ
」
の
下
に
「
（
う
ち
一
人
は
宙
開
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ

月
子
て
充
て
ら
れ
る
も
由
と
す
る
・
）
」
壱
加
え
、
同
号
ト
か
ら
ザ
ま
で
の
規
定
中
三
人
」
の
下
に
「
（
関
係
の
あ
る
他
の
職

ヨ
↓
を
占
め
る
者
を
も
っ
で
充
て
ら
れ
畠
も
の
と
す
渇
．
）
」
，
存
加
え
、
問
項
第
二
号
へ
中
コ
一
人
」
の
下
に
「
（
う
ち
一
人
は
、

川
－
関
係
の
あ
る
他
同
職
を
古
め
芯
者
を
も
っ
て
充
巧
ぶ
れ
る
紅
海
と
宇
ぞ
）
」
を
加
え
、
同
号
チ
中
三
人
」
の
下
に
「
（
関

引
一
係
町
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
も
も
ヲ
で
充
で
い
b
れ
る
も
の
と
す
る
J
」
を
加
え
、
同
号
リ
中
「
）
人
」
白
下
に
「
〔
闘

い
一
係
の
あ
る
池
田
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
先
て
ら
れ
る
も
の
色
す
る
．
ど
を
加
え
、
同
項
第
三
号
ホ
及
び
ト
中
三
人
」

川
町
一
の
下
に
た
関
係
の
あ
る
他
め
職
宮
古
め
る
者
を
も
ヲ
だ
充
て
も
れ
る
お
の
と
す
る
J
」
を
加
・
正
、
同
号
吠
中
『
二
人
』

2
一
申
下
に
円
（
関
係
相
一
明
石
油
句
職
を
官
め
る
者
を
も
っ
セ
光
で
ら
れ
ぼ
ち
の
と
す
る
J
」
を
加
え
同
号
リ
中
「
一

λ
」

年
一
の
下
に
『
A

（
関
係
自
あ
る
他
の
職
を
喜
善
を
も
っ

τ充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
J
」
を
加
え
同
事
四
号
室
び

6
一
ト
中
「
一

λ
』
の
す
花
『
門
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
石
者
を
も
っ
て
充

τら
れ
る
も
の
と
す
る
・
ど
を
加
え
‘
同
号
－

2
一
チ
中
コ
一
人
」
白
下
に
『
｛
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
畠
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の

bτ
る
J
」
を
加
え
、
同
号

成
－
り
中
「
一

λ
」
白
下
に
「
（
関
係
の
あ
る
v

他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
．
ど
を
加
え
、
同
項

平
一
第
五
号
ホ
中
「
一
人
」
の
下
に
「
（
関
係
自
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
で
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
t

る
・
）
」
を
加
え
、

同
号
チ
中
『
二
人
】
白
下
に
「
（
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
．
）
」
在
加
え
、

同
号
リ
中
「
一
人
」
の
T
い
に
「
（
関
係
の
あ
る
他
面
職
者
高
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
宇
る
，
ご
を
加
え
る
．

第
七
百
十
一
雪
組
器
弾
を
「
健
康
福
祉
館
」
に
改
め
る
・

(; 

第
七
百
十
二
条
第
一
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
．

一
の
こ
教
急
救
命
士
養
成
所
目
指
定
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
．

一
の
三
診
療
放
射
線
技
師
養
成
所
i

臨
床
検
益
技
師
養
減
所
、
進
学
療
法
土
養
成
施
設
、
作
業
療
法
士
養
成
施
設
、
？

視
能
訓
練
士
養
成
所
、
臨
床
工
学
技
士
養
成
績
い
義
肢
装
兵
士
養
成
所
、
言
語
聴
覚
土
養
成
所
、
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
I
－

ぜ
I

J

－

今
ジ
指
圧
師
養
成
施
設
、
は
り
師
養
成
施
設
ぺ
き
ゅ
う
蹄
養
成
施
設
及
滋
柔
道
建
復
師
長
成
施
設
の
指
定
叉
は
認
定
一

及
び
監
督
に
関
す
る
と
と

J

1

J

4

I

一

一
の
困
歯
科
衛
生
士
養
成
所
友
び
歯
科
技
工
士
輔
君
感
附
一
目
指
定
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
．
一

一
の
五
保
健
師
養
成
所
、
助
産
師
養
成
所
皮
ぴ
看
護
DW着
成
訴
の
指
定
反
ぴ
監
督
露
関
す
る
こ
と
・
一

第

七

百

十

二

条

第

ご

専

の

次

に

決

の

エ

号

を

加

え

苔

矢

み

一

三
の
二
栄
養
士
養
成
施
設
、
管
理
栄
接
ま
境
開
施
設
汲
む
調
理
師
養
成
施
設
の
指
定
及
び
監
菅
に
関
す
る
こ
と
・
一

三
の
三
調
理
師
養
成
施
設
の
入
学
及
び
調
理
婦
W
斌
験
に
関
す
る
学
売
の
認
定
に
掬
す
る
と
と
・
一

第
七
百
十
二
条
第
五
号
の
次
に
次
の
こ
号
を
加
主
a
f
T／
‘

句

，

n

、

一

五
の
－
一
理
容
師
養
成
施
設
及
び
美
容
飾
養
成
施
設
似
指
怠
安
ぴ
位
督
に
関
す
る
こ
と
・
，
一

五
の
三
理
容
師
養
成
抱
設
及
び
美
容
師
養
成
嫡
設
の
入
学
に
関
す
る
学
力
の
認
定
に
関
す
る
E
と

．

一

湯
治
百
十
二
条
第
八
号
の
次
に
次
む
八
号
を
加
え
右
・

J

’

－

八
の
三
製
菓
衛
生
師
法
第
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
当
該
指
定
を
受
け
た
製
菓
衛
生
師
養
成
施
設
の
一

監
督
に
関
す
る
Z
と

．

，

一

八
町
三
食
品
衛
生
法
億
四
米
八
条
第
六
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
登
録
及
が
当
該
登
録
を
受
け
た
食
品
衛
生
管
理
一

者
の
養
成
施
設
の
監
督
に
関
す
る
ζ
と，

F

一

～

、

。

‘

陣

八
の
四
食
品
衛
生
法
第
四
十
爪
条
第
六
項
努
四
号
叩
規
定
に
よ
る
登
録
に
関
す
る
こ
と
．
一

八
の
五
食
品
衛
生
法
施
任
令
第
九
条
第
一
項
第
イ
且
守
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
関
す
る
こ
と
．
一

丹
田
六
食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
各
戸
鳥
検
査
に
剖
す
る
法
律
第
十
二
条
第
五
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
登
録
一

及
び
当
時
間
登
録
巷
受
け
た
食
鳥
処
理
衛
生
管
理
者
の
養
成
施
設
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
・
一

－
一
の
七
食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
己
開
示
る
法
律
第
寸
一
」
条
第
五
項
第
四
号
の
規
定
に
、
よ
る
登
録
一

に
関
す
る
乙
と
．

r
f
一

，

、

一

八
四
九
一
食
府
処
理
の
事
業
の
規
制
E
A
3食
属
検
査
官
関
？
を
法
律
持
行
調
則
第
六
条
第
九
号
の
規
定
に
よ
る
認
定
一

に

関

す

る

己

と

弘

一

八
の
九
児
蜜
福
祉
法
第
f
一
｝
一
条
第
二
項
第
－
号
並
び
花
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
二
十
品

ロ
川
条
第
一
号
、
第
四
十
三
条
第
一
号
及
び
第
λ
十
二
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
並
び
に
児
童
福
祉
法
施
行
規

則
第
六
条
の
八
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
応
同
条
第
固
項
に
お
い
て
準
用
す
る
児
童
福
祉
法
施
行
令
第
五
条
第
三

項
か
ら
第
七
項
ま
で
第
六
項
を
除
く
J
ゆ
棋
聖
に
な
ザ
監
督
花
関
す
る
こ
と
・

t

第
七
百
十
二
条
第
寸
＝
尋
由
次
に
次
の
一
号
噌
伽
泌
古
川
．
t

一

十
二
四
二
児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の
六
第
プ
号
に
規
定
す
る
指
定
保
育
土
養
成
施
設
の
指
定
及
び
監
督
に
関
す
る

こと．

第
台
百
寸
二
条
第
一
一
寸
こ
号
時
次
に
次
の
七
号
を
加
エ
え
る
J

二
十
こ
の
＝
社
会
第
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
第
昔
条
第
二
号
に
規
定
す
る
桂
会
福
祉
士
短
期
養
成
施
設
等
及
び

，
同
条
第
一
－
一
号
恨
規
定
す
る
社
怠
福
祉
士
｝
般
養
成
施
設
等
の
指
定
及
び
整
管
区
関
す
る
こ
と
・

二
士
一
U
Z一
一
一
ぜ
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
王
法
第
雲
市
丸
条
第
一
号
制

ι第
三
号
重
で
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び

当
該
指
定
を
受
け
た
養
成
施
設
の
監
督
に
関
才
お
J

之
官
4
7
4
“

品

二
十
こ
の
凪
一
‘
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
第
四
十
条
第
二
現
第
一
号
及
び
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
指
定
並
び
に
当
該
指
定
を
受
け
た
高
等
学
校
等
の
監
督
に
関
宇
る
こ
と
．

～ 

ι 



こ1
十
こ
の
五
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
及
び
第
二
十
三
次
に
掲
げ
る
事
務
（
医
療
課
目
前
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
〈
J
の
ラ
ち
、
四
国
厚
生
支
局
長
が
必
要
が
あ
る
と

三

条

町

二

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

報

告

書

の

受

理

に

関

す

る

こ

と

．

認

め

た

特

定

事

項

に

関

す

る

こ

と

．

二
十
ニ
の
六
社
会
福
祉
士
介
護
福
祉
士
養
成
施
設
指
這
規
則
第
十
三
条
、
社
会
福
祉
士
介
護
福
祉
士
学
校
指
定
規
一
｝
イ
い
健
康
保
検
事
業
1

船
員
保
険
事
業
J

ー
周
民
健
属
保
険
事
業
及
が
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
係
る
療
養
に
関
す

則
第
十
三
条
及
び
社
会
福
祉
に
闘
す
る
秤
自
在
定
め
る
晶
司
令
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
名
簿
の
受
理
に
関
す
る
と
一
－
る
監
督
j

（
四
国
厚
生
支
局
長
田
権
震
に
属
す
－
も
局
次
隈
る
・
v
苦
行
5ζ
と．
j

f

l

J

ー
バ
＼
：

h
i
i

。

と・

1

－
一
－
口
保
険
医
療
機
関
川
保
険
薬
局
、
保
険
医
1

－
一
険
薬
剤
師
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
一
の
他
医
療
保
険
事
業
町

三
十
二
の
七
社
会
福
祉
に
関
す
る
科
目
を
定
め
る
省
令
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
確
認
に
関
す
る
こ
と
・
一
；
：
療
醤
担
I
4
1
I
対
す
る
監
督
佐
行
苦
吟
十
．
一
－
－
h

u

m

－－：

i
ー
ト
ー
＼
）
卜
ii

＼ー
i
l
e

－
－
一
－
一
｛

二
十
ニ
の
八
雲
福
祉
遣
す
九
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
普
に
当
該
指
定
を
章
一
党
枝
市
議
二
項
中
「
裏
労
働
局
」
巾

E二
日

刊

童

話

局

」

諸

え

そ

ニ

！

－

i
t

－

た

養

成

機

関

及

び

睡

眠

習

会

の

課

程

の

監

督

に

関

す

る

と

長

。

ア

明

日

一

日

八

γ
主
役
中
目
一
崎
市
閣
議
開
ぞ
の
下
川

F重
労
働
問
一
埼
玉
山
同
市
川
局
至
福
労
轡
馬
主
相
官
へ

一
『
求
職
者
支
援
課
」
を
ー
「
地
方
訓
練
受
講
者
支
援
諜
」
に
、

34職
者
支
援
室
」
を
「
地
方
訓
練
受
講
者
支
援
室
』
ー
に
改

第

七

百

十

一

日

一

条

第

二

辛

四

号

の

次

に

次

の

二

号

を

加

え

る

・

一

L
一日吋町岩
j
望
書
」

i
－一貫
1
目
市

5
1羊
j
書笥
f
l
i
－－

4

躍
一
重
宝
主
i
』
！
；
1
1
1お
m
宝
間
ヨ
ヨ
主
i
』
k
t

一
め
る
・
i

i

i

ι

i

h

P

I

t

－－U一－
J

f

i

i

一
ー
、

i
h
e
e
l

－

－

i

i

i

＝
士
山
の
ニ
身
体
障
害
潜
福
祉
法
第
十
二
条
第
五
且
ロ
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
関
す
る
ど
と
・
一
la
炉
七
百
企
ょ
っ
窪
田
一
項
第
三
一
号
？
「
機
業
対
尻
島
F
V配
？
に
ー
一
「
及
び
地
方
一
訓
練
受
講
者
支
援
課
並
び
に
地
方
訓
練

二
十
四
の
一
－
一
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
四
条
甥
五
尋
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
関
す
る
こ
と
・
一
受
講
一
密
交
一
宰
「
ー
ト

ιι三
同
項
第
九
号
中
主
昭
一
一
ず
い
九
年
法
律
佐
官
白
土
札
号
ご
ト
削
か
二
同
配
怠
：
項
中
『
神
劇

第
七
百
十
二
条
第
二
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
．
，
一
川
労
働
局
守
眠
一
に
～
「
北
海
道
労
働
島
町
、
－
J

埼
玉
労
働
局

t千
系
労
働
局
、
片
を
舵
え
る
a

i

l

l

v

i

l

i

－－一

二
十
五
回
二
精
神
保
健
福
祉
士
法
第
七
条
第
三
号
に
規
定
下
る
精
神
保
健
福
祉
士
短
期
養
成
施
設
等
及
び
同
条
第
一
第
七
百
八
令
凡
条
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
・
l

i

－
－
－

I

I

I

－

，

＼

ぃ

－

一
－
一
号
に
規
定
す
る
精
神
保
健
福
娃
士
一
般
養
成
施
設
等
の
指
定
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
．
一
（
地
方
訓
説
受
講
者
支
援
諜
申
所
掌
事
務
）
i

J

l

i

j

一
i

j

i

i

i

i

j

f

J

1

l

i

－

－

！

1

－一

第

七

百

十

三

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

．

，

一

j

第
七
百
八
十
八
条
町
＝
一
一
地
方
訓
練
受
講
者
支
援
践
は
J

次
に
掲
げ
る
事
務
蚕
っ
か
さ
戸
る
．
一
－
一

第

七

百

十

三

条

削

除

一

一

ー

訓

練

受

講

者

の

職

業

紹

介

及

び

職

業

抱

導

に

関

す

る

こ

と

・

B

j

l

i

一

｛
第
七
百
十
四
条
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
a

p

一
二
訓
練
受
辞
者
の
帥
開
業
の
安
定
究
明
す
る
よ
政
凝
申
一
酒
汲
び
立
案
に
闘
す
る
こ
「
と
J

J

J

i

l

l

－

一
二
の
二
再
生
医
療
等
安
全
性
確
保
法
附
則
第
七
条
第
三
項
府
規
定
に
よ
る
再
生
犀
療
等
委
員
会
の
認
定
に
関
す
る
一
＝
一
職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
職
の
支
援
に
関
子
主
一
法
律
第
四
条
第
二
項
一
に
規
定
す
る
認
定
職
一

一

ζ
と

．

、

一

業

訓

練

巳

関

す

る

こ

と

j

i

j

e

i

j

l

ι

一

1

3

ム

l

，
I

I

I

－－一
l

i

J

一i

L
こ
の
三
再
生
医
療
等
安
全
性
確
保
注
目
第
八
条
第
一
言
規
定
に
よ
る
特
定
細
胞
加
工
物
の
製
造
の
許
可
及
び
一
第
七
百
λ
支
持
回
二
宮
し
を
諸
手
中
吋
求
書
支
援
団
」
一
竺
地
方
訓
練
受
精
霊
童
」
に
改
号
、
一

報
一
星
第
五
裏
切
規
定
主
義
定
細
胞
加
工
物
の
製
造
由
自
に
関
ず
る
こ
と
・

i

一
第
八
百
一
一
食
中
組
曲
酌
裳
薪
臓
雄
一
縦
韓
日
齢
韓
錨
成
所
」
を
一
「
国
立
ハ
一
y
t
J
病
療
養
所
に
一
一
く
看
護
一

一
第
七
百
二
十
八
条
第
三
項
第
こ
号
中
「
関
東
信
越
厚
生
居
の
干
に
吋
東
海
北
陸
厚
生
局
」
を
加
え
問
項
第
一
二
師
養
成
所
」
【
改
め
引
・
J

3

1

1

v

〓1

J

〓J

］
一

e

I

L

i

I

l

l

i

－－
1

ーペ

i

d

i

、
ー
ー
一

↑

号

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

、

‘

，

u

一l

l

別
表
第
亙
徳
島
り
款
問
南
の
項
を
次
息
長
う
町
一
時
め
志
そ
V

i

i

i

i

＼’

J
J－じ
ー
一
＼
－
二
日
i

j

i

I

J

日

一

一
三
九
州
厚
生
局
次
に
掲
げ
る
も
り

u

一
「
け
川
l
i－
－
川
け
斗
，

l
l
I
4川
山
市
川
河

1
リパ

T
1
1
1
1
1
1
1
1
0｜
J
一

一

イ

情

報

宮

二

人
4

1

巴

一

一

阿

南

三

一

一

何

晴

市

一

J

・P
・
－
一
一
一
阿
南
市
、
＼
那
賀
郡
、
海
部
郡

i

i

j

j

一
一

一

目

指

定

葉

樹

対

策

官

』

入

、

p

一
一
市
牟
岐
V

－2

－ii
↑

i

（
海
諒
郡
牟
岐
町
）
一
J

j

J

i

－－
ι

i

j

l

i

－－

j

＼
一
－
一

一
第
七
百
＝
＋
A
条

第

二

項

第

四

号

を

削

る

．

－

一

p

別
表
第
五
徳
島
の
款
牟
肢
の
項
を
削
る
．
べ
…

ω

一

日

一

第

七

百

三

十

岡

条

の

三

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

．

一

附

則

j

J

i

：
d

i

j

i

l

－

一

！

？

i

ー

一

’

曜

一

（

サ

イ

バ

ー

犯

罪

対

策

官

｝

局

唱

も

一

円

施

行

期

日

U

1

5

1

1

1

1

一

ι

＼
～
J

I

－

－

一

月
一
第
七
百
三
十
四
条
の
四
関
東
信
越
厚
生
局
の
捜
査
企
画
情
報
探
に
サ
イ
バ
ー
犯
罪
対
策
官
一
人
を
置
く
・
一
」
e

こ
の
省
令
は
1

－
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
伝
施
汗
T
る
・
＼

ι

一i
j

i

一

一
2

サ
イ
バ
ー
犯
罪
対
策
官
は
、
命
を
受
け
て
、
第
七
百
二
十
九
条
の
ニ
第
一
項
第
二
号
汲
ぴ
第
一
一
一
号
に
規
定
す
る
事
一
ー
〔
申
請
イ
処
分
等
に
関
す
ニ
る
経
過
措
置
Y

j
一
一
い
＼
一
ん
一
十
一
－

A

l

i

－－；

i

J

～
i

i

1

1

い

－

一

一
務
の
ヨ
名
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
そ
の
他
叩
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
し
て
仔
わ
れ
る
も
の
に
関
す
る
事
一
2
」
」
ゆ
省
令
の
堕
仔
請
に
に
公
共
職
業
安
定
証
明
者
M
q
f墜
を
の
長
仁
対
山
言
行
わ
れ
た
4
4
人
語
し
ミ
は
求
職
む
申
弘
一

i

1
一

務

在

行

う

・

－

＼

一

み

〉

申

請

＼

ii

届
出
1
ー荷
A
4
等
又
は
公
共
職
業
安
定
所
若

ιく
は
そ
の
長
が
行
っ
た
処
分
等
は
と
の
省
舎
に
よ
る
改
一

－
第
七
百
三
十
八
章
「
か
色
第
四

Z
Pて
第
二
号
、
第
一
－
一
号
、
第
四
号
」
に
改
め
る
・

i
j
i

一
定
議
室
労
働
省
唯
織
宮
川
切
定
石
方
議
事
務
蚕
普
段
一
乃
花
吐
き
宮
崎
畏
重
重
し
く
は
一

旦
第
七
百
三
十
九
条
の
三
第
二
項
中
「
医
療
替
の
下
巳
「
、
調
書
」
を
加
え
る
・

r
E能
歌
草
取

ι作
伝
臓
障
時
官
作
時
限
日
比
日
比
ド
l
I
L

2
一

第

七

百

四

十

条

中

「

医

療

媒

」

を

『

医

療

楳

に

改

め

る

・

一

｛

到

ZRK宏
一
也
康
保
険
福
祉
施
設
整
襲
警
の
7

一
ー
部
を
改
正
す
る
法
律
（
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
－

i
一

第

七

百

四

五

合

一

一

第

九

号

高

官

習

が

一

一

口

一

き

の

制

局

知

必

加

に

医

療

法

令

和

三

十

5
4善
也
前
三

E
5一
第
三
モ
宮
市
山
第
一
軍
出
ぺ
一
一

託
一
第
七
百
四
十
五
条
の
四
を
第
七

E十
五
条
町
五
と
じ
、
第
七
百
四
十
五
条
の
三
の
を
次
の
一
条
を
加
え
る
・
一
刊
誌
一
認
識
誠
一
一
詩
討
議
銭
円
民
控
訴
時
四

K
F認
可

時

ト

同

時

間

仁

親

M

一
（
調
査
燥
の
所
重
量

l

e

一
炉
域
医
一
宮
倍
推
造
船
航
法
（
平
成
十
日
山
年
法
製
乱
れ
尉
）
第
十
三
一
節
三
項
第
十
五
魚
崎
用
「
制
及
び
創
刊
ん

平

一

第

七

百

四

十

五

条

の

囲

内

調

査

語

、

次

に

掲

げ

る

事

務

を

ヲ

か

さ

ど

る

・

一

罫

一

霊

前

割

引

も

量

医

療

船

舶

推

進

臨

湖

沼

昨

μ
平
成
計
七
年
星
第
一
一
百
七
千
川
町
第
一

一
保
険
医
療
機
関
、
農
薬
局
、
農
民
農
薬
剤
師
、
指
定
訪
問
看
謹
事
業
者
そ
の
他
医
療
保
険
室
長
一
怠
一
一
号
第
五
重

Z
E
t書
記
基
ヲ
ミ
殺
害
喜
苧
f量
産
霊
施
設
号
機
滑
り
業
一

義
担
当
者
に
関
す
る
調
査
、
情
報
の
管
理
及
び
分
析
並
び
花
そ
の
結
果
の
提
供
陪
関
す
る
と
と
・
↑
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
ふ
合
者
及
び
医
療
法
蕗
作
規
則
mw
一
部
丞
，
P

L
－

E渚
冷
を
次
の
よ
う
に
定
iv

三
可
支
局
田
所
準
事
務
（
麻
薬
取
締
部
、
総
務
課
、
企
画
調
整
謀
、
年
金
管
理
幌
、
健
康
福
祉
課
及
び
保
険
年
金
課
一
る
・
一
｛
一

i

j

l

i

l

l

－T
i

j

i

u

－

－

！

ー

！

の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
J
に
関
す
る
訴
訟
に
関
す
る
事
務
の
調
整
に
関
す
る
と
と
．
平
成
こ
十
宍
年
三
月
三
十
一
日

。

。
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厚
生
労
働
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
条
文

O
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）

（抄）

改

正

案

（
医
師
確
保
等
地
域
医
療
対
策
室
）

第
十
三
条
の
二
指
導
課
に
、
医
師
確
保
等
地
域
医
療
対
策
室
を
置
く
。

の
ん
－

qυ

（略）

（削る〕

（削る）
（
国
立
病
院
機
構
管
理
室
及
び
地
域
医
療
機
能
躍
進
機
構
管
理
室
並
び
に
政
策
医

療
推
進
官
及
び
調
査
官
）

第
十
八
条
国
立
病
院
課
に
、
国
立
病
院
機
構
管
理
室
刻
叫
制
樹
園
劇
樹
樹
捌
謝
樹

構
管
理
室
並
び
に
政
策
医
療
推
進
官
（
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ

て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
）
及
び
調
査
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
。

（ 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

現

行

（
医
師
確
保
等
地
域
医
療
対
策
室
及
び
医
療
関
連
サ
ー
ビ
ス
室
）

第
十
三
条
の
二
指
導
課
に
、
医
師
確
保
等
地
域
医
療
対
策
室
及
び
医
療
関
連
サ
l

ピ
ス
室
を
置
く
。

（略）

2
・
3

4

医
療
関
連
サ
ー
ビ
ス
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

病
院
、
診
療
所
及
び
助
産
所
の
経
営
管
理
の
改
善
に
関
す
る
事
業
（
国
及
び

地
対
側
刻
岡
倒
凶
州
叫
剖
刑
制
引
制
刷
凶
岡
引
叶
叶
叫
樹
湖
叫
闘
利
引
司
剖
叫
ー

二
病
院
、
診
療
所
及
び
助
産
所
に
お
け
る
業
務
委
託
（
医
療
法
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
業
務
の
委
託

を
い
う
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

一一
一

51 

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第

二
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
衛
生
検
査
所
に
関
す
る
こ
と
。

医
療
関
連
サ
ー
ビ
ス
室
に
、
室
長
を
置
く
。

（
国
立
病
院
機
構
管
理
室
並
び
に
政
策
医
療
推
進
官
及
び
調
査
官
）

第
十
八
条
国
立
病
院
課
に
、
国
立
病
院
機
構
管
理
室
並
び
に
政
策
医
療
推
進
官
（

関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
）
及
び

調
査
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
。( 

ー



。

つ白・

n
O

4
 

（略）

地
域
国
崩
機
能
推
進
機
構
管
理
室
は
、
独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機

構
叫
細
嗣
刻
制
組
制
↓
捌
叫
闘
引
引
割
剖
剖
寸
州
剖
出
到

5

地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
管
理
室
に
、
室
長
を
置
く
。

6

・
7

（略）

（
産
業
保
健
支
援
室
及
び
電
離
放
射
線
労
働
者
健
康
対
策
室
）

第
三
十
五
条
労
働
衛
生
課
に
、
困
剰
倒
倒
刻
捌
劃
刻
訓
電
離
放
射
線
労
働
者
健
康

対
策
室
を
置
く
。

引
劃
剰
側
倒
刻
劇
劃
凶
1
制
叫
捌
例
刻
朝
刻
刻
寸
州
剖
剖
刻
叫
i

一
労
働
安
全
衛
生
法
に
規
定
す
る
衛
生
管
理
者
及
び
産
業
医
に
関
す
る
こ
と
。

二
労
働
安
全
衛
生
法
に
規
定
す
る
健
康
診
断
及
び
健
康
管
理
手
帳
に
関
す
る
こ

L
」。

一一一

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
労
働
者
の
働
康
の
保
持
増
進
を
図
る
た
め

事
剰
謝
料
謝
升
引
制
劃
剖
制
問
ベ
矧
倒
到
到
剣
創
樹
凶
矧
矧
判
引
例
剣
劇
樹
測

矧
叫
闘
利
引
叫
釧
創
附
引
サ
叶
吋
闘
利
引
刻
捌
凶
闘
利
引

U
U叫

3

産
業
保
健
支
援
室
に
、
室
長
を
置
く
。

4

・
5

（略）

（
削
る
）

（
訓
練
受
講
者
支
援
室
及
制
公
共
職
業
安
定
所
運
営
企
画
室
並
び
に
中
央
職
業
指

導
官
及
び
首
席
職
業
指
導
官
並
び
に
中
央
職
業
安
定
監
察
官
及
び
主
任
中
央
職
業

安
定
監
察
官
）

。

nJ白
－

qυ

（略）

41 

51 

（賂）

第
人｜三（
を十電
置五離
く条放

射
労線
働労
衛働
生者
課健｜
に康
、対

電策
離室
放及
射び
線調｜
労査
働官
者）

健
康
対
策
室
及
び
調
査
官

（新設）

41 71薪

31意

（略）

調
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
労
働
衛
生
課
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
労
働
者
の
精

神
的
健
康
の
保
持
増
進
に
関
す
る
特
定
事
項
（
自
殺
の
予
防
に
係
る
も
の
を
含
む

叶
寸
問
調
司
剖
岡
刻
叫
封
劇
剣
叫
叫
調
劉
同
剖
剖
到

（
公
共
職
業
安
定
所
運
営
企
画
室
並
び
に
中
央
職
業
指
導
官
及
び
首
席
職
業
指
導

官
並
び
に
中
央
職
業
安
定
監
察
官
及
び
主
任
中
央
職
業
安
定
監
察
官
）

内

4



第
四
十
一
条
総
務
課
に
、
訓
練
受
講
者
支
援
室
及
び
公
共
職
業
安
定
所
運
営
企
画

室
並
び
に
中
央
職
業
指
導
官
五
［
〈
及
び
首
席
職
業
指
導
官
一
人
並
び
に
中
央
職
業

安
定
監
察
官
人
人
及
び
主
任
中
央
職
業
安
定
監
察
官
一
人
を
置
く
。

引
訓
嗣
到
嗣
剥
刻
捌
劃
同
寸
剖
凶
捌
例
刻
割
刻
刻
寸
州
剖
剖
引
叶
l

寸
酎
刷
料
伺
引
制
剰
刺
剰
訓
鮒
刷
到
謝
剥
則
前
倒
司
剖
可
制
剰
訓
嗣
刷
銅
剣
刷
明

叫
刻
刻
矧
矧
刻
酬
割
問
刺
刷
釧
刻
樹
叫
闘
利
引
制
倒
ベ
朝
劇
コ
刊
ヨ
刑
制
倒
剣

剛
刊
剖
割
剰
コ
剖
叫
矧
矧
引
引
制
崩
利
樹
剥
劃
叫
叫
劉
剤
訓
瑚
ゴ
周
刷
倒
閥

法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
六
十
条
の
こ
の
規
定
に
よ
り
厚
生

労
働
大
臣
が
指
T

定
す
る
教
育
訓
練
を
い
う
。
）
の
受
講
者
及
び
修
了
者
（
次
号

刻
訓
矧
剖
副
川
刊
川
斜
刷
ヨ
凶
ー
判
川
寸
↓
訓
鮒
到
謝
剥
叶
剖
川
引
叶
叶
叫
剰
刺
問

紹
介
及
び
職
業
指
導
に
関
す
る
こ
と
（
労
働
市
場
セ
ン
タ
ー
業
務
室
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ゴ
訓
鮒
到
謝
剥
例
制
調
刷
封
矧
叫
闘
利
引
制
剤
耐
創
岡
刻
別
封
劇
叫
闘
判
引
斗

シ

」

。

戸

三
職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第

剖
剣
叫
矧
矧
叫
利
引
制
剰
訓
捌
到
謝
紺
州
剣
削
倒
利
引
斗
日
ω

3

訓
練
受
講
者
支
援
室
に
、
室
長
を
置
く
。

4
f、》
Q
U

（略）

（
産
業
雇
用
政
策
企
画
官
及
び
雇
用
復
興
企
画
官
）

第
四
十
二
条
雇
用
政
策
課
に
、
産
業
雇
用
政
策
企
画
官
及
び
雇
用
復
奥
企
画
官
そ

れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
。

（賂）

。ρ
・向。

（ 

総
務
課
に
、
公
共
職
業
安
定
所
運
営
企
画
室
並
び
に
中
央
職
業
指
導

官
五
人
及
び
首
席
職
業
指
導
官
一
人
並
び
に
中
央
職
業
安
定
監
察
官
八
人
及
び
主

任
中
央
職
業
安
定
監
察
官
一
人
を
置
く
。

（新設）

第
四
十
一
条

（
新
設
）

の
G
E〉
ワ
’

（略）

（
産
業
雇
用
政
策
企
画
官
及
び
雇
用
復
興
企
画
官
）

第
四
斗
斗
斜
例
ゴ
雇
用
政
策
課
に
、
産
業
雇
用
政
策
企
画
官
及
び
雇
用
復
興
企
画

官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
。

2
・
3

（略）

（
地
域
雇
用
対
策
室
、
農
山
村
雇
用
対
策
室
及
び
建
設
・
港
湾
対
策
室
）

（ 
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。

（
削
る
）（

民
間
人
材
サ
ー
ビ
ス
推
進
室
、
若
年
者
雇
用
対
策
室
及
び
就
労
支
援
室
並
び
に

雇
用
支
援
企
画
官
）

第
四
十
四
条
企
画
課
に
、
民
間
人
材
サ
ー
ビ
ス
推
進
室
、
若
年
者
雇
用
対
策
室
及

び
就
労
支
援
室
並
び
に
雇
用
支
援
企
画
官
一
人
を
置
く
。

。

第
四
十
二
条
雇
用
開
発
課
に
、
地
域
雇
用
対
策
室
、
農
山
村
雇
用
対
策
室
及
び
建

設
・
港
湾
対
策
室
を
置
く
。

叶
引
制
樹
周
周
矧
剣
劃
削
可
制
凶
樹
間
引
割
刻
刻
寸
州
剖
剖
刻
叶
l

一
地
域
雇
用
開
発
促
進
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
二
十
三
号
）
第
二
条
第
一

明
同
樹
矧
引
引
制
刻
周
用
開
矧
叫
闘
引
引
叫
可
制
銅
剣
刻
闘
矧
刷
刻
別
顧
用

政
策
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

斗
刷
捌
叫
料
例
刻
園
周
側
斜
州
樹
倒
叫
闘
利
引
U
叶
ベ
劇
出
制
周
朋
矧
剣
割
削

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
季
節
的
に
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
の
雇
用
に
関
す
る
援
助
措
置
に
関
す
る
こ
と

川
町
地
域
雇
用
対
策
室
に
、
室
長
を
置
く
。

4

農
山
村
雇
用
対
策
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
農
山
村
に
お
け
る
雇
用
機
会
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

二
林
業
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

5

農
山
村
雇
用
対
策
室
に
、
室
長
を
置
く
。

6

建
設
・
港
湾
対
策
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
建
設
労
働
者
及
び
港
湾
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

ゴ
謝
糊
矧
倒
割
問
劇
銅
刻
訓
樹
湖
濁
湖
削
剥
刻
叫
寸
川
寸
矧
円
引
矧
働
者
派
遣
事

業
に
関
す
る
こ
と
。

71 

建
設
・
港
湾
対
策
室
に
、
室
長
を
置
く
。

画（
官若
）年

者
雇
用
対
策
室

就
労
支
援
室
及
びl

求
職
者
支
援
室
並
び

雇
用
支
援
人
= 

第
四
十
四
条
企
画
課
に
、
若
年
者
雇
用
対
策
室
、
就
労
支
援
室
及
び
求
職
者
支
援

室
並
び
に
雇
用
支
援
企
画
官
一
人
を
置
く
。
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2

民
間
人
材
サ
ー
ビ
ス
推
進
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
ぺ

寸
劇
刷
凶
刑
制
割
削
制
引
矧
倒
刈
叫
詞
劉
側
斜
叫
調
劉
剖
岡
引
剖
叫
の
事
業
の

活
用
に
関
す
る
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

二
政
府
以
外
の
者
の
行
苦
労
働
力
の
需
要
供
給
の
調
整
を
図
る
た
め
の
事
業
の

占
発
達
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

－
M
列
同
問
刈
利
引
け
叫
刈
樹
組
劃
凶
1
劃
剣
創
闇
引
叶
l

一
4

若
年
者
雇
用
対
策
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

7
3四
（
略
）

民

υ
r〉
ワ
t

（略）

（
削
る
）

（
削
る
）

8 

（略）

（
地
域
雇
用
対
策
室
、
労
働
移
動
支
援
室
、
農
山
村
雇
用
対
策
室
及
び
建
設
・
港

湾
対
策
室
）

第
四
十
七
条
雇
用
開
発
企
画
課
に
、
地
域
雇
用
対
策
室
、
労
働
移
動
支
援
室
、
農

山
村
雇
用
対
策
室
及
び
建
設
・
港
湾
対
策
室
を
置
く
。

引
制
樹
周
刷
矧
剣
劃
出
汁
判
叫
捌
例
刻
割
刻
刻
叫
州
剖
剖
刻
叶
l

一
地
域
雇
用
開
発
促
進
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
二
十
三
号
）
第
二
条
第
一

刻
叫
矧
矧
判
創
出
制
風
用
開
矧
叫
闘
利
引
司
叫
ベ
醐
剰
制
刻
閥
矧
周
刻
剖
劇
朋

政
策
課
の
岡
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

0

、

二
地
域
に
お
け
る
雇
用
機
会
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
（
農
山
村
雇
用
対
策
室
の

（ 

（
新
設
）

,21 ~ 
新

若設
年）
者
雇
用
対 l

策
室
は

次

掲
げ
る
事
務
を
ペコ
か
さ
ど
る

（略）

一l
四

剖
1
引
（
略
）

6

求
職
者
支
援
室
は
、
職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援

叫
闘
判
引
制
矧
ベ
明
剖
」
叶
ゴ
制
制
倒
剣
剛
刊
剖
矧
可
制
コ
剣
叫
矧
矧
引
引
制
矧

求
職
者
の
職
業
の
安
定
に
関
す
る
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
同
法
第
七
条
の

規
定
に
よ
る
職
業
訓
練
受
講
給
付
金
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

7
求
職
者
支
援
室
に
、
室
長
を
置
く
。

8 

（略）

（
高
齢
者
雇
用
事
業
室
）

第
四
十
七
条
高
齢
者
雇
用
対
策
課
に
、
高
齢
者
雇
用
事
業
室
を
置
く
。

2

高
齢
者
雇
用
事
業
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
高
年
齢
者
の
一
雇
用
の
確
保
及
び
就
業
の
機
会
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

ゴ
制
剤
醐
剥
矧
叫
副
劇
糊
制
倒
謝
叫
闘
利
引
U
叶
ベ
酎
刷
料
相
引
刷
出
刑
紹
介
及

び
職
業
指
導
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。

三
厚
生
労
働
省
組
織
令
第
八
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
高
年
齢

者
等
の
職
業
の
安
定
に
関
す
る
こ
と
3

ι 
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。

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

司
割
倒
刷
叫
周
刷
剖
利
引
矧
倒
到
の
雇
用
に
関
す
る
援
助
措
置
に
関
す
る
こ
と

31 

地
域
雇
用
対
策
室
に
、
室
長
を
置
く
。

矧
倒
例
制
対
闘
割
削
「
矧
倒
樹
釧
叫
関
す
る
政
策
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る

事
刻
刻
寸
州
剖
剖
刻
叫
l

5

労
働
移
動
支
援
室
に
、
室
長
を
置
く
。

叫
叫
劇
叫
相
周
刷
矧
剣
割
削
可
制
叫
捌
例
刻
割
刻
刻
寸
州
剖
剖
刻
叫
1

一
農
山
村
に
お
け
る
雇
用
機
会
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

二
林
業
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

汁
劇
削
制
周
刷
矧
剣
劃
叫
1
封
劇
剖
闇

ο吋
l

8

建
設
・
港
湾
対
策
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

」
I

創
剖
矧
倒
剖
刻
訓
謝
湖
矧
倒
剖
釧
周
刷
例
制
割
叫
闘
利
引
斗
剖

1

二
港
湾
労
働
者
の
募
集
及
び
港
湾
運
送
の
業
務
に
つ
い
て
行
う
労
働
者
派
遣
事

業
に
関
す
る
こ
と
。

41 91 

建
設
U
謝
湾
対
策
室
に
、
室
長
を
置
し
。

（
国
立
感
染
症
研
究
所
に
置
く
部
等
）

第
五
百
七
十
七
条

国
立
感
染
症
研
究
所
に
、
次
の
よ
l

五
部
及
間
三
室
並
び
に
感
染

症
疫
学
セ
ン
タ
ー
、
エ
イ
ズ
研
究
セ
ン
タ
ー
、
病
原
体
ゲ
ノ
ム
解
析
研
究
セ
ン
タ

ー
及
び
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
研
究
セ
ン
タ
ー
を
置
く
。

（賂）
血
液
・
安
全
性
研
究
部

品
質
保
証
・
管
理
部

（略）

。

31 

高
齢
者
雇
用
事
業
室
に
、
室
長
を
置
く
。

（
国
立
感
染
症
研
究
所
に
置
く
部
等
）

第
五
百
七
十
七
条

国
立
感
染
症
研
究
所
に
、
次
の
十
四
部
及
び
五
室
並
び
に
感
染

症
疫
学
セ
ン
タ
ー
、
エ
イ
ズ
研
究
セ
ン
タ
ー
、
病
原
体
ゲ
ノ
ム
解
析
研
究
セ
ン
タ

ー
及
び
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
研
究
セ
ン
タ
ー
を
置
く
。

（絡）
血
液
・
安
全
性
研
究
部

（新設）

（略）
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（削る）

動
物
管
理
室

（
削
る
）

（
品
質
保
劃
・
管
理
部
の
所
掌
事
務
）

第
五
百
九
十
六
条
品
質
保
証
・
管
理
部
は
、
次
に
揚
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

寸
劇
刷
樹
削
剥
到
制
剖
刻
叶
刷
刷
倒
同
制
到
剰
剖
刷
川
剖
封
劇
剰
制
調
到
剥
制

研
究
の
方
法
の
開
発
及
び
改
良
の
た
め
の
調
査
及
び
研
究
を
行
う
こ
と
。

二
感
染
症
そ
の
他
の
特
定
疾
病
の
予
防
、
治
療
及
び
診
断
に
関
す
る
生
物
学
的

劉
剤
捌
叫
同
制
闘
倒
捌
剣
劇
剤
耐
封
劇
斜
州
側
到
刻
叫
樹
矧
同
制
刷
引
劇
綱
州

総
合
評
価
、
こ
れ
ら
の
医
薬
品
の
生
物
学
的
検
査
及
び
検
定
に
必
要
な
標
準
品

の
管
理
及
び
評
価
並
び
に
こ
れ
ら
に
必
要
な
科
学
的
調
査
及
び
研
究
を
行
う
こ

シコ
感
染
症
そ
の
他
の
特
定
疾
病
の
検
定
検
査
に
必
要
な
基
準
、
検
定
検
査
手
法

の
精
度
管
理
及
び
生
物
学
的
製
剤
の
品
質
保
証
に
関
す
る
国
際
的
な
調
整
を
行

う
こ
と
（
国
際
協
力
室
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

一一一
第
五
百
九
十
七
条
・
第
五
百
九
十
八
条

（略）

（削る）

（ 

放
射
能
管
理
室

動
物
管
理
室

検
定
検
査
品
質
保
証
室

（新設）

第
五
百
九
十
六
条
・
第
五
百
九
十
七
条

（略）

（
蜘
射
能
管
理
室
の
所
掌
事
務
）

第
五
副
別
利
川
剖
用
創
刷
制
制
瑚
室
は
、
国
立
感
染
症
研
究
所
の
所
掌
事
務
の
う
ち

、
放
射
線
の
安
全
管
理
及
び
放
射
性
同
位
元
素
を
用
い
た
生
物
学
的
調
査
及
び
研

究
の
方
法
の
開
発
及
び
改
良
の
た
め
の
調
査
及
び
研
究
を
行
う
こ
と
を
つ
か
さ
ど

る。

ι 
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（

地

域

支

援

課

の

所

掌

事

務

）

（

地

域

支

援

課

の

所

掌

事

務

）

第
六
百
六
十
九
条
地
域
支
援
課
は
、
国
立
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
所
掌
事
務
一
第
六
百
六
十
九
条
地
域
支
援
課
は
、
国
立
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
所
掌
事
務

の

う

ち

、

次

に

掲

げ

る

も

の

を

つ

か

さ

ど

る

。

一

の

う

ち

、

次

に

掲

げ

る

も

の

を

つ

か

さ

ど

る

。

一
障
害
児
等
の
入
退
所
に
関
す
る
こ
と
」
出
城
樹
矧
樹
組
関
州
刑
割
同
周
引
制

も
の
を
除
く
。
）
。

。

（削る）

第
六（

（百周
略 六 立
）十福

七祉
条型

障
国害
立児
福入
社所
型施
障設
害に
児置
入く
所課
施）

設

次
の
四
課
を
置
く

地
域
移
行
推
進
課

療
育
支
援
課

メ、

（略）

（
地
域
移
行
推
進
課
の
所
掌
事
務
）

。

（
検
定
検
査
品
質
保
在
室
）

第
五
百
九
十
九
条
の
こ

検
定
検
査
品
質
保
証
室
は
、
感
染
症
そ
の
他
の
特
定
疾
病

に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
割
刻
刻
寸
叫
剖
剖
刻
叶
l

↓
引
阿
叶
制
劇
刻
剖
割
削
凶
闘
利
引
封
劇
判
削
剥
剤
劃
叫
凶
刷
副
倒
側
関
劉
剤

叫
剖
側
斜
刷
樹
到
刻
訓
倒
矧
叫
料
削
剥
劇
劇
叫
制
創
刊
倒

1
斗
利
引
制
困
剰
刺

刷
封
劇
斜
矧
樹
到
刻
制
樹
創
叫
剖
到
刻
樹
剰
刺
刷
創
瑚
刻
訓
矧
倒
劃
制
叫
口
利

引
叫
剖
到
刻
判
制
制
調
到
別
問
刑
制
剖
矧
引
口
剖
叶
l

二
樹
創
樹
到
同
制
到
刻
割
淵
寸
劇
創
樹
到
剖
割
削
糊
劇
制
瑚
別
問
割
削
割
削
削
剥

剤
の
品
質
保
証
に
関
す
る
国
際
的
な
調
整
を
行
う
こ
と
（
国
際
協
力
室
の
所
掌

叫
周
引
引
制
刷
剖
制
引
「
叶

J
則

（
国
立
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
置
く
課
）

第
六
百
六
十
七
条
国
立
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
、
次
の
四
課
を
置
く
。

（略）障
害
児
等
の
入
退
所
に
関
す
る
こ
と
。

ノ、

（略）

（
療
育
支
援
課
の
所
掌
事
務
）
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第
六
百
七
十
条
地
域
移
行
推
進
課
は
、
国
立
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
所
掌
事

務
の
う
ち
、
障
害
児
等
の
地
域
、
に
お
け
る
生
活
に
移
行
す
る
た
め
の
支
援
に
関
す

る
こ
と
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
療
育
支
援
課
の
所
掌
事
務
）

第
六
剖
割
叶
↓
剣
劇
制
対
樹
課
は
、
国
立
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
所
掌
事
務

の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
障
害
児
等
の
生
活
指
導
、
作
業
指
導
そ
の
他
保
護
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と

闘
世
一
回
児
等
W
治
療
劇
育
及
ぴ
保
健
鋼
生
に
関
す
石
こ
と
。

（
指
導
総
括
管
理
官
）

第
七
百
六
条
の
二
地
方
厚
生
局
に
、
そ
れ
ぞ
れ
指
導
総
括
管
理
官
一
人
（
関
東
信

越
厚
生
局
に
あ
っ
て
は
、
二
人
）
を
置
く
。

2
指
導
総
括
管
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
地
方
厚
生
局
の
所
掌
事
務
（
管
理
課
、

医
療
課
1
剰
到
閥
、
福
祉
指
導
課
、
指
導
監
査
課
及
び
分
室
（
第
七
百
三
十
五
条

の
二
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す

る
重
要
事
項
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
当
た
石
。

第
一七（

百 健
二七康

条福
（祉
略健部
）康の

福所
干止掌
部事
は務

次

掲
げ
る
事
務
を
Jコ
か
吋さ
ど
る

再
生
医
療
等
の
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
八
十
五
号
。
以
下
「
再
生
医
療
等
安
全
性
確
保
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第

七
条
第
こ
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
医
療
等
委
員
会
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

の

（ 

とlう
を｜ち目 、
つl
か｜障
さ｜害
どI！尼
る｜矧療
。l 叫育

到 支
嗣援
捌課
導｜は、ι 、

イ判園
調 立
捌 福
導｜；祉
そ｜型
叫障
他｜害
倒児
謝入
及｜所
び｜施
指｜設
導！の
同 所
関掌
引事
る｜務
こlの

第
六
百
七
十
条

（
医
務
諜
の
所
掌
事
務
）

第
六
百
七
十
一
条
医
務
課
は
、
国
立
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
所
掌
事
務
の
う

ち
、
障
害
児
等
の
治
療
教
育
、
診
療
及
び
保
健
衛
生
に
関
す
る
こ
と
を
つ
か
さ
ど

’B
i
d－－白

F巴
（
指
導
総
括
管
理
官
）

第
七
百
六
条
の
二
地
方
厚
生
局
に
、
そ
れ
ぞ
れ
指
導
総
括
管
理
官
一
人
（
関
東
信

越
厚
生
局
に
あ
っ
て
は
、
二
人
）
を
置
く
。

2

指
導
総
括
管
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
地
方
厚
生
局
の
所
掌
事
務
（
管
理
課
、

医
療
課
、
福
祉
指
導
課
、
指
導
監
査
課
及
び
分
室
（
第
七
百
三
十
五
条
の
二
に
規

定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
重
要
事

項
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
当
た
る
。

（
健
康
福
祉
部
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
七
条
、
健
康
福
祉
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
・
二

h

賂）

（
新
設
）

〈
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。

再
生
医
療
等
安
全
性
確
保
法
附
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
定

細
胞
加
司
捌
削
剥
剖
刷
剖
司
剥
叫
剛
剣
剣
到
珂
刷
矧
創
凶
判
引
制
矧
綱
刷
川
副

刺
削
剥
湖
叫
尉
出
叫
闘
利
引
ロ
剖
叫

（略）

一一1
八
十

（
地
方
厚
生
局
に
置
く
課
）

第
七
百
九
条
地
方
厚
生
局
に
、
健
康
福
祉
部
及
び
麻
薬
取
締
部
に
置
く
も
の
の
ほ

か
、
次
に
掲
げ
る
課
を
置
く
。

（略）
医
療
課

調
査
課

（略）

（
管
理
課
の
所
掌
事
務
）

管
理
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
七
百
十
条
の
三

九

（略）

（削る）

（
調
査
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
十
条
の
四
の
二
調
査
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
例
閥
困
劇
樹
闘
1
倒
閥
剰
周
1
倒
闘
困
可
制
閥
剰
刺
剛
寸
倒
矧
制
問
看
護
事

剰
割
引
州
側
困
劇
倒
附
割
剰
叫
劇
謝
捌
剖
剥
叫
闘
利
引
制
劃
1
同
制
例
制
瑚
刻

び
分
析
並
び
に
そ
の
結
果
の
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

。

（新設）

一一l
八
十

（略）

（
地
方
厚
生
局
に
置
く
課
）

第
七
百
九
条
地
方
厚
生
局
に
、
健
康
福
祉
部
及
び
麻
薬
取
締
部
に
置
く
も
の
の
ほ

か
、
次
に
掲
げ
る
課
を
置
く
。

（略）
医
療
課

（新設）

（略）

（
管
理
課
の
所
掌
事
務
）

管
理
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
七
百
十
条
の
三

一f〉九
十

（略）

（新設）
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二
地
方
厚
生
局
の
所
掌
事
務
（
健
康
福
祉
部
、
麻
葉
取
締
部
、
総
務
課
、
企
画

調
整
課
、
年
金
指
導
課
、
年
金
調
整
課
及
び
年
金
管
理
課
の
所
掌
に
属
す
る
も

叫
剖
附
叶
叶
叶
叶
闘
引
引
制
剖
叫
闘
利
引
割
剰
叫
制
劉
凶
闘
判
引
引
っ

三
次
に
掲
げ
る
事
務

J

（
医
療
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、

地
方
厚
生
局
長
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
特
定
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

川
川
倒
劇
側
劇
割
剰
1
刺
周
倒
閥
割
剰
寸
困
闘
倒
劇
倒
闘
割
剰
別
別
制
矧
副
倒

者
医
療
制
度
に
係
る
療
養
に
関
す
る
監
督
（
地
方
厚
生
局
長
の
権
限
に
属
す

る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
こ
と
。

ロ
保
険
医
療
機
関
、
保
険
薬
局
、
保
険
医
、
保
険
薬
剤
師
、
指
定
訪
問
看
護

割
謝
割
引
叫
刷
困
劇
倒
劇
朝
期
制
劇
謝
捌
剖
割
叫
矧
引
到
園
側
剖
制
引
出
川
口

（
上
席
社
会
福
祉
監
査
官
及
び
社
会
福
祉
監
査
官
、
障
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
業
務
検

査
官
、
内
自
立
支
援
指
導
官
1

上
席
介
護
保
険
指
導
官
及
び
介
護
保
険
指
導
官
、
上

席
介
護
サ
ー
ビ
ス
指
導
官
及
び
介
護
サ
ー
ビ
ス
指
導
官
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
業

務
検
査
官
）

第
七
百
十
条
の
十
福
祉
指
導
課
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
方
厚
生
局
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
を
置
く
。

一
北
海
道
厚
生
局
及
び
中
国
四
国
厚
生
局
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
1
ホ
（
略
）

へ
介
護
保
険
指
導
官
二
人
（
う
ち
一
人
は
、
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る

者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
）

ト
上
席
介
護
サ
ー
ビ
ス
指
導
官
一
人
｜
嗣
倒
刷
刻
引
制
刷
劇
割
削
削
引
剥
創

削
斗
寸
刻
刻
引
利
引
叫
問
剖
利
引
叶
J
l

介
護
サ
ー
ビ
ス
指
導
官
一
人
（
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ

チ

（ 

（
上
席
社
会
福
祉
監
査
官
及
び
社
会
福
祉
監
査
官
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
業
務
検

査
官
、
自
立
支
援
指
導
官
、
上
席
介
護
保
険
指
導
官
及
び
介
護
保
険
指
導
官
、
上

、
席
介
護
サ
ー
ビ
ス
指
導
官
及
び
介
護
サ
ー
ビ
ス
指
導
官
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
業

務
検
査
官
）

第
七
百
十
条
の
十
福
祉
指
導
課
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
方
厚
生
局
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
を
置
く
。

一
北
海
道
厚
生
局
及
び
中
国
四
国
厚
生
局

ー l1 -

次
に
掲
げ
る
も
の

ノ、、

（略）

介
護
保
険
指
導
官
二
人

イ
ー
ホ

ト

上
席
介
護
サ
ー
ビ
ス
指
導
官
一
人

チ

介
護
サ
ー
ビ
ス
指
導
官
一
人

(__) 



。

て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
）

介
護
サ
ー
ビ
ス
業
務
検
査
官
一
人
（
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者

を
｜
制
寸
廿
刻
寸
引
利
引
叫
叫
剖
利
引
叶

l
吋

東
北
厚
生
局
及
び
東
海
北
陸
厚
生
局

（略）

リ

次
に
掲
げ
る
も
の

イ
ー
ホ

J、、

介
護
保
険
指
導
官
二
人
（
う
ち
一
人
は
、
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る

者
剖
叫
叫
寸
刻
刻
叫
利
引
制
叫
剖
利
引
ォ
J
l

（賂）

トチ

介
護
サ
ー
ビ
ス
指
導
官
二
人
（
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ

て
対
司
副
利
引
叫
問
剖
利
引
吋
J
｜

介
護
サ
ー
ビ
ス
業
務
検
査
官
一
人
｜
嗣
倒
叫
剣
引
制
叫
劇
剖
剖
削
剥
者

を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
）

次
に
掲
げ
る
も
の

リ
関
東
信
越
厚
生
局

イ

（略）

ホ

上
席
介
護
保
険
指
導
官
一
人
（
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ

て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
）

J、、

（略）

ト

上
席
介
護
サ
ー
ビ
ス
指
導
官
一
人
（
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を

も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
）

介
護
サ
ー
ビ
ス
指
導
官
二
人
」
闘
例
制
剖
引
制
刷
劇
刻
削
州
制
剥
刻
刻
寸

廿
対
引
引
利
引
制
州
剖
引
引
「
J
l

介
護
サ
ー
ビ
ス
業
務
検
査
官
一
人
」
闘
例
制
刻
引
制
州
捌
割
削
削
引
制

を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
）

近
畿
厚
生
局
次
に
掲
げ
る
も
の

チリ
四

イ

（略）

。

リ

介
護
サ
ー
ビ
ス
業
務
検
査
官

- 12 -

人

東
北
厚
生
局
及
び
東
海
北
陸
厚
生
局

（略）

次
に
掲
げ
る
も
の

イ
ー
ホ

J、、

介
護
保
険
指
導
官
二
人

ト

（略）

チ

介
護
サ
ー
ビ
ス
指
導
官
二
人

リ

介
護
サ
ー
ビ
ス
業
務
検
査
官

人

関
東
信
越
厚
生
局

（略）

次
に
掲
げ
る
も
の

イホ

上
席
介
護
保
険
指
導
官
一
人

J、、

（略）

ト

上
席
介
護
サ
ー
ビ
ス
指
導
官
一
人

チ

介
護
サ
ー
ビ
ス
指
導
官
二
人

リ

介
護
サ
ー
ビ
ス
業
務
検
査
官

人

近
畿
厚
生
局

次
に
掲
げ
る
も
の

四
イ

（略）



ホ
上
席
介
護
保
険
指
導
官
一
人
（
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ

て
到
廿
叫
利
引
制
叫
討
対
引
「
叶

（略）
上
席
介
護
サ
I
ピ
ス
指
導
官
一

λ
（
同
時
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
4
4
を

も
斗
対
到
引
制
付
制
引
制
剖
引
制
『
J
！

チ
介
護
サ
ー
ビ
ス
指
導
官
二
人
」
闘
例
制
刻
引
制
刷
樹
剖
剖
制
引
剖
割
削
斗

寸
刻
刻
引
判
引
叫
叫
計
利
引
「
J
｜

日
介
護
サ
ー
ビ
ス
業
務
検
査
官
一
人
（
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者

を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
）

九
州
厚
生
局
t

v

次
に
掲
げ
る
も
の

J、、ト
五

イ
ー
一
ニ
（
略
）

ホ
上
席
介
護
保
険
指
導
官
一
人
（
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ

引
刻
刻
凶
利
引
叫
叫
剖
引
引
「
叶

へ
・
ト
（
略
）

介
護
サ
ー
ビ
ス
指
導
官
二
人
（
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ

て
刻
刻
引
利
引
叫
叫
叫
利
引
「
J
｜

日
介
護
サ
ー
ビ
ス
業
務
検
査
官
一
人
（
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者

を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
）

（略）

チ

2
1叩（

健
康
福
祉
部
に
置
く
課
等
）

第
七
百
十
一
条
健
康
福
祉
部
に
、
次
に
掲
げ
る
課
を
置
く
。

倒
劇
倒
制
剖

、ー

（
削
る
V

（略）

（ 

ホ

上
席
介
護
保
険
指
導
官
一

λ

-13 -

トlへ

（賂）
上
席
介
護
サ
ー
ビ
ス
指
導
官
一
人

チ

介
護
サ
ー
ビ
ス
指
導
官
二
人

リ

介
護
サ
ー
ビ
ス
業
務
検
査
官

人

五

九
州
厚
生
局

次
に
掲
げ
る
も
の

イ

（賂）

上
席
介
護
保
険
指
導
官
一
人

ホへ
・
ト

（略）

チ

介
護
サ
ー
ビ
ス
指
導
官
二
人

日

介
護
サ
ー
ビ
ス
業
務
検
査
官

人

2
1叩

（路）

（
健
康
福
祉
部
に
置
〈
課
等
）

第
七
百
十
一
条
健
康
福
祉
部
に
、
次
に
掲
げ
る
課
を
置
く
。

（略）

( 



。

（
健
康
福
祉
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
十
二
条
健
康
福
祉
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

。
（賂）

14 -

（
健
康
福
祉
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
十
二
条
健
康
福
祉
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（賂）

（略）
救
急
救
命
士
養
成
酬
の
指
定
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

診
療
放
射
線
技
師
養
成
所
、
臨
床
検
査
技
師
養
成
所
、
理
学
療
法
士
養

成
一
施
設
叶
叫
剰
劇
制
封
樹
劇
姻
可
制
制
訓
鮒
剖
謝
劇
開
寸
劇
刷
司
判
制
剖
樹

劇
剖
1
劃
閥
剥
剥
剖
謝
劇
岡
」
副
剰
刺
剣
剖
謝
劇
阿
川
刻
刈
劇
叫
刈
引
川
河
制

圧
師
養
成
施
設
、
は
り
師
養
成
施
設
、
き
ゅ
う
師
養
成
施
設
及
び
柔
道
整
復
師

養
成
施
設
の
指
定
又
は
認
定
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

一
の
四
歯
科
衛
生
士
養
成
所
及
び
歯
科
技
工
士
養
成
所
の
指
定
及
び
監
督
に
関

す
る
こ
と
。

ののの
五

督

関
す｜保
る｜健
こ｜師
と｜養
＂成
ml 

助
産
師
養
成
所
及。ミ
看
護
師
養
成
所
の
指
定
及
び
監

一一・一一一

三
の
二
栄
養
士
養
成
施
設
、
管
理
栄
養
士
養
成
施
設
及
び
調
理
師
養
成
施
設
の

指
定
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

ヨ
叫
当
制
瑚
剛
謝
劇
姻
制
叫
刈
判
別
叶
調
剖
剛
叫
剖
劇
叫
闘
引
引
制
刈
例
制
定

に
関
す
る
こ
と
。

（略）
（略）

四
・
五

五
の
二
理
容
師
養
成
施
設
及
び
美
容
師
養
成
施
設
の
指
定
及
び
監
督
に
関
す
る

こシ』。

五
の
三

理
容
師
養
成
施
設
及
び
美
容
師
養
成
施
設
の
入
学
に
関
す
る
学
力
の
認

定
に
関
す
る
こ
と
。

六
1
八
（
略
）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

． （新設）

（新設）

四
・
五

（新設）

（新設）

』、－
iv

ー、
一ノ！
j

（略）
（略）



人
の
二
製
菓
衛
生
師
出
第
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
当
該
指
定
を

到
附
た
劉
期
銅
剣
剛
謝
劇
細
割
削
酎
割
削
闘
利
引
司
剖
叫
l

八
の
三
食
品
衛
生
法
第
四
十
八
条
第
六
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
登
録
及
び
当

制
劃
銅
創
到
刑
制
剣
副
制
創
創
剖
割
削
謝
劇
細
剖
叫
酎
割
叫
闘
利
引
U
剖叶
1

八
の
四
食
品
衛
生
法
第
四
十
八
条
第
六
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
関
す

る
こ
と
。

八
の
玉
食
品
衛
生
法
施
行
令
第
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
関

す
る
こ
と
。

八
の
六
食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
烏
検
査
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第

到
羽
第
当
副
釧
矧
創
叫
利
引
劃
制
別
訓
剖
謝
劃
銅
創
到
同
剖
剣
劇
矧
瑚
銅
剣
創

理
者
の
養
成
施
設
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

八
の
七
食
烏
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
烏
検
査
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第

到
刻
矧
回
引
叫
矧
矧
同
利
引
劃
剣
削
闘
判
列

U
M叫l

川
刷
川
剣
劇
矧
瑚
刷
割
剰
削
剥
制
刻
訓
剣
劇
樹
到
叫
岡
村
引
制
倒
姻
矧
矧
則
矧

六
条
第
九
号
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

川
州
制

J

矧
劃
樹
捌
制
創
刊
ヨ
剣
矧
コ
明
矧
↓
引
劃
叫
同
盟
国
樹
制
創
割
削
剖
倒

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
二
十
八
条
第
一
号
、
第
四
十
三
条
第
一
号
及
び
第

人
十
二
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
並
び
に
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
第
六
条

の
八
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
児
童
福
祉

一
、
法
施
行
令
第
五
条
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
（
第
六
項
を
除
く
。
）
の
規
定
に

よ
る
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

九
1
十
一
一
（
賂
）

十
三
の
二
児
童
福
祉
怯
第
十
八
条
の
六
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
保
育
士
養
成

施
設
の
指
定
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

i
こ
す
ニ

（略）

('' 

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（九
新 1
設十

十
三

1
二
十
二

（略）

（賂）

庁。ー

（ 



。

二
十
二
の
二
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
第
七
条
第
二
号
に
規
定
す
る
社

創
樹
制
剖
短
矧
謝
劇
刷
剖
矧
刻
叫
剛
剣
矧
斗
司
叫
矧
矧
利
引
制
到
樹
紺
判
↓
副

謝
劇
姻
剖
割
削
捌
創
刻
胡
閣
制
叫
闘
判
引
口
剖
叫
ー

コ
什
コ
州
司
↓
制
剣
樹
制
剖
刻
訓
州
謝
樹
制
卦
制
剣
ヨ
刊
刈
斜
矧
↓
引
制
引
矧
ヨ

引
剖
司
例
刻
矧
同
利
引
樹
創
刻
前
剖
劇
樹
矧
刻
刻
叶
剖
謝
劇
捌
割
削
酎
割
叫
闘

す
る
こ
と
。

祉
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
及
び

附
則
第
二
条
割
当
調
叫
矧
矧
叫
刻
刻
樹
矧
謝
叫
叫
剖
割
捌
創
剖
到
州
出
剛
矧
制

校
等
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

ゴ
刊
斗
叫
到
制
到
樹
樹
剖
別
別
剣
謝
樹
制
剖
制
姻
矧
矧
則
矧
コ
刊
コ
剣
矧
四
割

叫
矧
矧
叫
利
引
劇
削
剥
訓
剣
ゴ
刊
ヨ
剣
叫
斗
剣
四
割
削
刑
制
叫
利
引
制
制
割
削

受
理
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二
の
六
社
会
福
祉
士
介
護
福
祉
士
養
成
施
設
指
定
規
則
第
十
二
条
、
社
会

矧
制
剖
州
劃
樹
制
剖
制
樹
捌
矧
矧
則
創
刊
ヨ
剣
刻
訓
出
制
樹
制
凶
闘
利
引
利
則

を
定
め
る
省
令
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
名
簿
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二
の
七
社
会
福
祉
に
関
す
る
科
目
を
定
め
る
省
令
第
五
条
の
規
定
に
よ
る

確
認
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二
の
八
社
会
福
祉
法
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
よ

引
樹
創
劃
叫
叫
剖
謝
捌
矧
刻
刻
刷
出
謝
劇
樹
関
刻
訓
謝
割
剣
叫
謝
樹
叫
閣
制
凶

闘
利
引
ゴ
剖
叫

二
十
二
の
四

二
十
三
・
二
十
四
（
略
）

コ
叶
剛
叫
ゴ
射
体
障
割
者
福
祉
法
第
十
二
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
関

す
る
こ
と
。

二
十
四
の
三
知
的
障
害
者
調
制
法
第
十
四
条
第
五
号
の
規
娼
に
よ
る
指
定
に
関

す
る
こ
と
。

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

二
十
三
・
二
十
四

（新設）

（新設）

。（略）

- 16 



，・ι、

十
五

二
十
五
の

（賂）
精
神
保
健
福
祉
士
法
第
七
条
第
二
号
に
規
定
す
る
精
神
保
健
福
祉

士
短
期
養
成
施
設
等
及
び
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
精
神
保
健
福
祉
士
一
般
養

成
施
設
等
の
指
定
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
六

i
二
十
八
（
略
）

第
七
百
十
三
条

（ 

、

十
玉

（賂）

-17 

（
新
設
）

二
十
六

1
二
十
八

（略）

（
指
導
養
成
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
剖
判
ヨ
斜
捌
朝
謝
劇
制
聞
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
救
急
救
命
士
養
成
所
の
指
定
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

二
診
療
放
射
線
技
師
養
成
所
、
臨
床
検
査
技
師
養
成
所
、
理
学
療
法
士
養
成
施

剖
1
倒
剰
劇
制
剖
樹
劇
姻
剖
1
樹
制
訓
樹
封
謝
劇
開
寸
劇
岡
山
斜
樹
封
封
劇
開

叶
封
劇
劉
尉
剖
剰
刺
開
J
割
引
制
剰
剣
封
謝
刷
酎
可
制
M
劇
引
刈
升
川
刈
樹
困
剛

謝
劇
姻
剖
1
吋
引
剛
謝
劇
姻
開
l

剖
叫
引
剛
謝
劇
姻
制
別
制
剤
潤
劉
倒
剛
謝
劇

施
設
の
指
定
又
は
認
定
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

三
歯
科
衛
生
士
養
成
所
及
び
歯
科
技
工
士
養
成
所
の
指
定
及
び
監
督
に
関
す
る

ニシ」。

四五｜
関
す｜保
る｜健
こ｜師
と｜養
叫成

所

助
産
師
養
成
所
及
び
看
護
師
養
成
所
の
指
定
及
びl

監
督

栄
養
士
養
成
施
設
、
管
理
栄
養
士
養
成
施
設
及
び
調
理
師
養
成
施
設
の
指
定

及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

対
調
剖
剛
謝
劇
姻
割
削
刈
剰
刻
制
調
割
削
制
剖
劇
叫
闘
引
引
制
対
州
制
矧
叫
闘

引
引
叶
叫
剖
吋
1

判
同
副
樹
阿
謝
劇
捌
剖
刻
叫
封
割
削
剥
劇
姻
到
州
制
矧
刻
叫
酎
割
削
闘
引
制
U
U引

八
理
容
師
養
成
施
設
及
び
美
容
師
養
成
施
設
の
入
学
ー
に
関
す
る
学
力
の
認
定
に

(_I 



。

。

関
す
る
こ
と
。

九

一18

製
劇
衛
生
師
法
第
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
当
該
指
討
を
受
け

た
製
菓
衛
生
師
養
成
施
設
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

十
食
品
衛
生
法
第
四
十
八
条
第
六
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
登
録
及
び
当
該
登

剣
刻
刻
例
制
剣
制
倒
到
制
瑚
割
削
剥
劇
制
剖
叫
困
割
叫
闘
利
引
斗
剖
叫
－

十
一
食
品
衛
生
法
第
四
十
八
条
第
六
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
関
す
る

ニシ」。

十
二

食
品
衛
生
法
施
行
令
第
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
関
す

す恒ニシコ

十
三

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
五

項
第
弓
引
制
矧
矧
吋
利
引
到
鮒
刻
胡
剖
矧
到
剣
創
到
例
制
剣
劇
矧
剖
制
剖
制
剖

者
の
養
成
施
設
の
陵
替
に
関
す
る
こ
と
。

刊
叫
剣
劇
矧
剖
刷
割
剰
叫
矧
制
別
問
剣
劇
樹
到
凶
闘
引
創
出
倒
矧
刊
ゴ
剣
矧
到

明
矧
剛
剖
問
矧
創
同
利
引
到
樹
叫
闘
利
引
斗
剖
叫

十
五

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
烏
検
査
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
六

条
第
九
号
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

十
六
児
童
福
祉
法
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
並
び
に
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
二
十
八
条
第
一
号
、
第
四
十
三
条
第
一
号
及
び
第
八

十
二
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
並
び
に
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
第
六
条
の

川
矧
コ
刻
刻
叫
剣
ヨ
刻
剖
例
叫
剛
剣
矧
回
明
凶
利
川
引
制
朋
利
引
則
劃
矧
制
制

刷
伺
制
矧
到
剣
割
弱
州
凶
剣
剖
明
剖
寸
剰
刺
刻
刻
附
引
叶
叶
叫
矧
絹
同
副

る
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の
六
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
保
育
士
養
成
施
設

の
指
定
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

刊
川
剖
創
倒
制
判
別
制
州
謝
樹
制
剖
嗣
矧
剖
斜
矧
コ
引
叫
矧
創
引
引
制
創
樹
川
倒



（ 

土
短
期
養
成
施
設
等
及
び
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
士
一
般
養
成
施

設
等
の
指
定
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

刊
州
制
到
樹
州
制
刻
訓
州
謝
樹
制
対
剖
剣
ヨ
刊
刈
剣
矧
寸
剰
刺
凶
割
ヨ
剖
刻
吋
U

叫
刻
矧
叫
利
引
制
創
刻
叫
剖
割
樹
矧
剖
到
刷
出
剰
劇
掴
制
叫
聞
倒
叫
闘
引
創
出

ん」。
ご
十

祉
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
及
び
附
則
第

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
並
び
に
当
該
指
定
を
受
け
た
高
等
学
校
等
の

尉
創
叫
闘
判
創
刊
叫
剖
吋
l

ゴ
汁
」
J

制
剣
樹
制
封
刻
胡
刑
謝
割
削
剖
樹
姻
伺
矧
則
矧
↓
↓
刊
コ
剣
矧
剛
刻
叫
矧

矧
叫
利
引
刷
出
刻
創
矧
コ
刊
ヨ
斜
刷
斗
剣
四
割
削
矧
矧
叫
利
引
制
制
割
削
到
瑚

に
関
す
る
こ
と
。

ゴ
刊
斗
剖
到
樹
紅
士
介
護
福
祉
士
養
成
施
設
指
定
規
則
第
十
二
条
、
社
会
福
祉

剖
州
謝
樹
制
剖
斜
樹
捌
矧
矧
則
創
刊
ヨ
刻
刻
叶
制
剖
樹
制
叫
闘
引
引
制
剛
剖
創

め
る
省
令
第
十
条
の
規
定
広
よ
る
名
簿
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
三
社
会
福
祉
に
関
す
る
科
目
を
定
め
る
省
令
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
確
認

に
関
す
る
こ
と
。

ゴ
刊
剛
剖
剣
樹
制
制
創
刊
州
剣
矧
↓
刻
矧
コ
剖
刻
凶
矧
岡
引
制
矧
矧
叶
訓
引
捌

定
並
び
に
当
該
指
定
を
受
け
た
養
成
機
関
及
び
講
習
会
の
課
程
の
監
督
に
関
す

る
こ
と

二
十
五
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
二
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
関
す
る

こシ』。

二
十
六
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
四
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
関
す
る

こん」。

こ
十
七
精
神
保
健
福
祉
士
法
第
七
条
第
二
号
に
規
定
す
る
精
神
保
健
福
祉
士
短

期
養
成
施
設
等
及
び
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
精
神
保
健
福
祉
士
一
般
養
成
施

t」
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（
医
事
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
十
四
条
医
事
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（略）

一・一一

二
の
二

再
生
医
療
等
出
品
川
宜
性
確
保
法
附
則
第
七
条
第
（
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
生

医
療
等
委
員
会
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

二
州
司
開
封
困
劇
矧
到
剣
倒
樹
側
制
附
則
矧
川
剣
剣
↓
」
割
削
矧
矧
叫
利
引
制
矧

細
胞
加
工
物
の
製
造
の
許
可
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
細
胞
加
工

物
の
製
造
の
届
出
に
関
す
る
こ
と
。

一一一
i
十
八

（略）

（
麻
薬
取
締
部
に
置
く
課
等
）

第
七
百
二
十
八
条

麻
薬
取
締
部
に
、
次
に
掲
げ
る
課
を
置
く
。

2 

（略）

前
項
に
掲
げ
る
課
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
方
厚
生
局
の
区
分
に
応
じ

、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
を
置
く
。

（略）
関
東
信
越
厚
生
局
、
，
東
海
北
陸
厚
生
局
及
び
近
畿
厚
生
局

次
に
掲
げ
る
も

の

（略）

イ
・
ロ

三
九
州
厚
生
局

イロ

次
に
掲
げ
る
も
の

情
報
官
二
人

捌
創
剰
倒
矧
策
官
一
人

（
削
る
）

。

設
等
の
指
定
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。
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（
医
事
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
十
四
条
医
事
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（略）

（
新
設
）

（
新
設
）

（略）

（
麻
薬
取
締
部
に
置
く
課
等
）

第
七
百
二
＋
八
条
麻
薬
取
締
部
に
、
次
に
掲
げ
る
課
を
置
く
。

（略）

2 

前
項
に
掲
げ
る
課
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
方
厚
生
局
の
区
分
に
応
じ

、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
を
置
く
。

（略）
関
東
信
越
厚
生
局
及
び
近
畿
厚
生
局

次
に
掲
げ
る
も
の

（略）

東
海
北
陸
厚
生
局

／
つ
・
ロ

一一一

情
報
官
一
人

四l

九
州
厚
生
局

情
報
官
二
人



（
サ
イ
バ
ー
犯
罪
対
策
官
）

第
斗
副
司
司
副
剣
叫
酎
開
案
信
越
厚
企
局
の
捜
宣
企
画
骨
報
課
に
サ
イ
バ
ー
h
犯
罪

対
策
官
一
人
を
置
く
。

のゐ

サ
イ
バ
ー
犯
罪
対
策
官
は
、
命
を
受
け
て
、
第
七
百
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第

二
割
刻
訓
矧
ヨ
剖
同
矧
矧
利
引
割
刻
叫
引
制

1
4叶
列
け
刻
刈
川
引
例
制
叫
嗣
劇

倒
矧
週
倒
刻
刈
川
列
川
列
剖
利
用
叫
寸
倒
制
利
引
州
制
叫
闘
判
引
割
淵
創
伺
引
叫

一
（
四
国
厚
生
支
局
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
三
十
八
条
I

四
国
厚
生
支
局
（
以
下
「
支
局
」
と
い
う
。
）
は
、
中
国
四
国

厚
生
局
の
所
掌
事
務
（
第
七
百
七
条
第
一
弐
剣
コ
司
矧
ヨ
司
寸
剣
副
剤
、
第

八
号
か
ら
第
十
一
回
す
ま
で
、
第
十
三
号
、
第
十
四
号
、
第
十
七
号
か
ら
第
二
十
号

ま
で
、
第
二
十
九
号
か
ら
第
三
十
一
号
ま
で
、
第
三
十
五
号
、
第
三
十
人
号
か
ら

第
四
十
号
ま
で
、
第
四
十
三
号
、
第
四
十
七
号
、
第
四
十
八
号
、
第
五
十
六
号
（

生
活
保
護
法
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
医
療
機
関
の
監
督
に
関
す
る
こ

と
に
限
る
。
）
、
第
五
十
八
且
す
か
ら
第
六
十
五
号
ま
で
、
第
六
十
八
号
、
第
六
十

九
号
、
第
七
十
一
号
、
第
七
十
七
号
か
ら
第
八
十
二
号
ま
で
及
び
第
八
十
三
号
（

医
事
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
第
七
百
十
条
の
二
第
三
号
か
ら
第

五
号
ま
で
、
第
七
百
十
条
の
二
の
四
並
び
に
第
七
百
十
条
の
三
第
二
号
及
び
第
四

号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の

う
ち
、
徳
島
県
、
香
川
県
、
愛
媛
県
及
び
高
知
県
の
区
域
に
係
る
も
の

す
る
。

を
分
掌

五

（略）

（
支
局
の
指
導
総
括
管
理
官
）

（ 

（新設）
（
四
国
厚
生
支
局
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
三
十
八
条
四
国
厚
生
支
局
（
以
下
「
支
局
」
と
い
う
。
）
は
、
中
国
四
国

厚
生
局
の
所
掌
事
務
（
第
七
百
七
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
八
号
か
ら
第

十
一
号
ま
で
、
第
十
三
号
、
第
十
四
号
、
第
十
七
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
、
第
二

十
九
号
か
ら
第
三
十
一
号
ま
で
、
第
三
十
五
号
、
第
三
十
八
号
か
ら
第
四
十
号
ま

で
、
第
四
十
三
号
、
第
四
十
七
号
、
第
四
十
八
号
、
第
五
十
六
号
（
生
活
保
護
法

！
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
医
療
機
関
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。

）
、
第
五
十
八
号
か
ら
第
六
十
五
号
ま
で
、
第
六
十
人
号
、
第
六
十
九
号
、
第
七

十
一
号
、
第
七
十
七
号
か
ら
第
八
十
二
号
ま
で
及
び
第
八
十
三
号
（
医
事
課
の
所

掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
第
七
百
十
条
の
こ
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、

第
七
百
十
条
の
こ
の
四
並
び
に
第
七
百
十
条
の
三
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
八

号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
徳
島

県
、
香
川
県
、
愛
媛
県
及
び
高
知
県
の
区
域
に
係
る
も
の
を
分
掌
す
る
。

五

（賂）

（
支
局
の
指
導
総
括
管
理
官
）(_ 
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し

。

第
七
百
三
十
九
条
の
三

2 

支
局
に
、
指
導
総
括
管
理
官
一
人
を
置
く
。

指
導
総
括
管
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
支
局
の
所
掌
事
務
（
管
理
課
、
医
療
謀

、
調
査
課
、
指
導
監
査
課
及
び
分
室
（
第
七
百
五
十
一
条
の
こ
に
規
定
す
る
も
の

に
限
る
。
）
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
重
要
事
項
の
企
画
及

び
立
案
並
び
に
調
整
に
当
た
る
。

（
支
局
に
置
く
課
）

第
七
百
四
十
条

置
く
。

支
局
に
、
麻
薬
取
締
部
に
置
く
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
課
を

（略）
医
療
課

調
査
課

（略）

（
管
理
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
四
十
五
条
の
二

管
理
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

i

，t、、
i

！，，
J
 

（削る）

（略）

（
調
査
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
四
十
五
条
の
四
調
査
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

斗
倒
附
困
劇
樹
開
制
樹
剰
司
倒
閥
困
1
倒
闘
刻
剤
明
剖
矧
制
問
看
護
事

業
者
そ
の
他
医
療
保
険
事
業
の
療
養
担
当
者
に
関
す
る
調
査
、
情
報
の
管
理
及

。

第
七
百
三
十
九
条
の
三
支
局
に
、
指
導
総
括
管
理
官
一
人
を
置
く
。

2

指
導
総
括
管
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
支
局
の
所
掌
事
務
（
管
理
課
、
医
療
課

、
指
導
監
査
課
及
び
分
室
（
第
七
百
五
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。

）
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
重
要
事
項
の
企
画
及
び
立
案
並

び
に
調
整
に
当
た
る
。

（
支
局
に
置
く
課
）

第
七
百
四
十
条

置
く
。

支
局
に
、
麻
薬
取
締
部
に
置
く
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
課
を

（略）
医
療
課

（新設）

（略）

（
管
理
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
四
十
五
条
の
二

（略）

管
理
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（新設）
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び
分
析
並
び
に
そ
の
結
果
の
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

二
支
局
の
所
掌
事
務
（
麻
薬
取
締
部
、
総
務
課
、
企
画
調
整
課
、
年
金
管
理
課

寸
剣
劇
倒
制
謝
刻
叫
側
闘
倒
剣
剰
刺
酎
割
吋
尉
引
引
制
刷
剖
附
り
叶
叶
吋
闘
判

る
訴
訟
に
関
す
る
事
務
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三
制
叫
捌
例
刻
朝
刻
ベ
困
銅
剣
叫
酎
割
叫
尉
吋
引
叫
州
刻
闘
り
叶
斗

d
パ引制
1

剛
園
周
到
刻
刷
同
州
剖
到
州
制
引
剖
剰
削
剖
矧
創
割
明
凶
闘
利
引
叶
叫
剖
叶
1

イ
健
康
保
険
事
業
、
船
員
保
険
事
業
、
国
民
健
康
保
険
事
業
及
び
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
に
係
る
療
養
に
関
す
る
監
督
（
四
国
厚
生
支
局
長
の
権
限
に
属

す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
こ
と
。

ロ
保
険
医
療
機
関
、
保
険
薬
局
、
保
険
医
、
保
険
薬
剤
師
、
指
定
訪
問
看
護

事
業
者
そ
の
他
医
療
保
険
事
業
の
療
養
担
当
者
に
対
す
る
監
督
を
行
う
こ
と

第
七
百
四
十
五
条
の
五

（略）

（
総
務
部
に
置
く
課
等
）

一
第
七
百
六
十
四
条
総
務
部
に
、
次
に
掲
げ
る
課
及
び
室
を
置
く
。

－

総

務

課

会
計
課
（
東
京
労
働
局
及
び
大
阪
労
働
局
に
限
る
。
）

企
爾
室

労
働
保
険
徴
収
課
（
北
海
道
労
働
局
、
宮
城
労
働
局
、
埼
玉
労
働
局
、
千
葉
労

働
局
、
神
奈
川
労
働
局
、
新
潟
労
働
局
、
静
岡
労
働
局
、
愛
知
労
働
局
、
京
都

労
働
局
、
大
阪
労
働
局
、
兵
庫
労
働
局
、
広
島
労
働
局
及
び
福
岡
労
働
局
に
限
？

る
。
）

労
働
保
険
適
用
・
事
務
組
合
課
（
愛
知
労
働
局
及
び
大
阪
労
働
局
に
限
る
。
）

（ 

第
七
百
四
十
五
条
の
四

（略）

（
総
務
部
に
置
く
課
等
）

第
七
百
六
十
四
条
総
務
部
に
、
次
に
掲
げ
る
課
及
び
室
を
置
く
。

総
務
課

会
計
課
（
東
京
労
働
局
及
び
大
阪
労
働
局
に
限
る
。
）

企
画
室

労
働
保
険
徴
収
課
（
北
海
道
労
働
局
、
宮
城
労
働
局
、
埼
玉
労
働
局
、
千
葉
労

働
局
、
神
奈
川
労
働
局
、
新
潟
労
働
局
、
静
岡
労
働
局
、
愛
知
労
働
局
、
京
都

労
働
局
、
大
阪
労
働
局
、
兵
庫
労
働
局
、
広
島
労
働
局
及
び
福
岡
労
働
局
に
限

る
。
）

労
働
保
険
適
用
・
事
務
組
合
課
（
愛
知
労
働
局
及
び
大
阪
労
働
局
に
限
る
。
）

( 
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。

2 

労
働
保
険
徴
収
室
（
北
海
道
労
働
局
、
宮
城
労
働
局
、
埼
玉
労
働
局
、
千
葉
労

働
局
、
東
京
労
働
局
、
神
奈
川
労
働
局
、
新
潟
労
働
局
、
静
岡
労
働
局
、
愛
知

労
働
局
、
京
都
労
働
局
、
大
阪
労
働
局
、
兵
庫
労
働
局
、
広
島
労
働
局
及
び
福

岡
労
働
局
を
除
く
。
）

前
項
に
掲
げ
る
課
及
び
室
の
ほ
か
、
東
京
労
働
局
別
別
対
闘
矧
倒
尉
の
総
務
部

に
、
総
務
調
整
官
一
人
を
置
く
。

（
職
業
安
定
部
に
置
く
課
等
）

第
七
百
八
十
五
条
職
業
安
定
部
に
、
次
に
掲
げ
る
課
及
び
室
を
置
く
。

職
業
安
定
課

雇
用
保
険
課
（
東
京
労
働
局
及
び
大
阪
労
働
局
に
限
る
。
）

職
業
対
策
課

需
給
調
整
事
業
課
（
制
湖
湖
矧
倒
刷
1
制
到
矧
倒
周
1
刊
剰
矧
倒
局
、
神
奈
川

、
労
働
局
、
静
岡
労
働
局
、
京
都
労
働
局
、
兵
庫
労
働
局
、
広
島
労
働
局
及
び
福

岡
労
働
局
に
限
る
。
）

制
対
訓
嗣
到
謝
剥
対
樹
謝
（
東
京
労
働
局
及
び
大
阪
労
働
局
に
限
る
。
）

地
方
訓
練
受
講
者
支
援
室
（
東
京
労
働
局
及
び
大
阪
労
働
局
を
除
く
。
）

（
職
業
安
定
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
八
十
六
条
職
業
安
定
課
は
、
！
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（略）

四
1
八

。

労
働
保
険
徴
収
室
（
北
海
道
労
働
局
、
宮
城
労
働
局
、
埼
玉
労
働
局
、
千
葉
労

働
局
、
東
京
労
働
局
、
神
奈
川
労
働
局
、
新
潟
労
働
局
、
静
岡
労
働
局
、
愛
知

労
働
局
、
京
都
労
働
局
、
大
阪
労
働
局
、
兵
庫
労
働
局
、
広
島
労
働
局
及
び
福

岡
労
働
局
を
除
く
。
）

前
項
に
掲
げ
る
課
及
び
室
の
ほ
か
、
東
京
労
働
局
の
総
務
部
に
、
総
務
調
整
官

一
人
を
置
く
。

2 

（
職
業
安
定
部
に
置
く
課
等
）

第
七
百
八
十
五
条
職
業
安
定
部
に
、
次
に
掲
げ
る
課
及
び
室
を
置
く
。

職
業
安
定
課

雇
用
保
険
課
（
東
京
労
働
局
及
び
大
阪
労
働
局
に
限
る
。
）

職
業
対
策
課

需
給
調
整
事
業
課
（
神
奈
川
労
働
局
、
静
岡
労
働
局
、
京
都
労
働
局
、
兵
庫
労

働
局
、
広
島
労
働
局
及
び
福
岡
労
働
局
に
限
る
。
）

求
職
者
支
援
課
（
東
京
労
働
局
及
び
大
阪
労
働
局
に
限
る
。
）

求
職
者
支
援
室
（
東
京
労
働
局
及
び
大
阪
労
働
局
を
除
く
。
）

（
職
業
安
定
課
の
所
掌
事
務
）

職
業
安
定
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
七
百
八
十
六
条（略）

三
政
府
が
行
う
職
業
紹
介
及
び
職
業
指
導
に
関
す
る
こ
と
（
職
業
対
策
課
の
所

掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
1
八

（略）
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雇
用
保
険
法
の
規
定
に
基
づ
く
徴
収
金
の
徴
収
及
び
経
理
に
関
す
る
こ
と
。

九
2 

十
i
十一一一

（路）

（略）

北
海
道
労
働
局
、
埼
玉
労
働
局
、
引
業
労
働
局
、
神
奈
川
労
働
局
、
静
岡
労
働

局
、
京
都
労
働
局
、
兵
庫
労
働
局
、
広
島
労
働
局
及
び
福
岡
労
働
局
の
職
業
安
定

部
の
職
業
安
定
課
除
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
三

号
ま
マ
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
職
業
安
定
法
第

三
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
無
料
職
業
紹
介
事
業
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る

3 

（
地
方
訓
練
受
講
者
支
援
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
八
十
八
条
の
三
凶
対
訓
樹
到
謝
割
支
援
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
一

さ

ど

る

。

一

一
訓
練
受
講
者
の
職
業
紹
介
及
び
職
業
指
導
に
関
す
る
こ
と
。
一

一
、
一
訓
練
受
講
者
の
職
業
の
安
定
に
関
す
る
政
策
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
一

シ』。
ヨ
職
業
訓
繍
の
実
施
等
に
よ
る
特
創
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第

四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
職
業
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

（
地
方
訓
練
受
講
者
支
援
室
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
八
十
八
条
の
四
地
方
訓
練
受
講
者
支
援
室
は
、
前
一
条
に
規
定
す
る
事
務
を

っ
か
さ
ど
る
。

（
施
設
等
機
関
の
職
）

（ 

雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）

金
の
徴
収
及
び
経
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
i
十一一一

の
規
定
に
基
づ
く
徴
収

九

（略）

（略）
神
奈
川
労
働
局
、
静
岡
労
働
局
、
京
都
労
働
局
、
兵
庫
労
働
局
、
広
島
労
働
局

及
び
福
岡
労
働
局
の
職
業
安
定
部
の
職
業
安
定
課
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

．
ら
ず
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
一
云
す
ま
で
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ

る
事
務
並
び
に
職
業
安
定
法
第
三
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
無
料
職
業
紹
介
事
業

に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

2 3 

（
求
職
者
支
援
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
叶
月
刊
川
剣
州
当
利
樹
割
支
援
課
は
、
職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求

劇
剖
州
制
刷
叫
対
樹
叫
闘
引
創
出
銅
剣
斗
剣
叫
矧
矧
引
引
制
創
判
制
割
削
劇
剰
叫

到
矧
叫
闘
引
引
朝
剖
剥
叫
剛
制
剣
回
剣
矧
コ
割
削
剥
創
引
引
剰
矧
瑚
剰
訓
鮒
叫
闘

す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
求
職
者
支
援
室
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
八
十
八
条
の
四
刻
制
割
支
援
劃
は
、
前
条
に
規
定
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

る。（
施
設
等
機
関
の
職
）

仁l
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。

第
八
百
一
e

条
第
一
章
第
二
節
の
施
設
等
機
関
に
つ
い
て
、
第
一
章
第
二
節
の
規
定

に
基
づ
く
職
の
ほ
か
、
各
施
設
等
機
関
に
第
一
章
第
二
節
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
る

組
織
に
そ
の
長
を
置
き
、
そ
の
長
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
組
織
上
の
名
称
を
附
す

る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
組
織
の
長
は
、
関
係
の
あ
る
他
の
職
を

占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

（略）

国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
に
置
く
看
護
師
養
成
所

（
削
る
）

（略）

別
表
第
一
f
》
別
表
第
四

（略）

別
表
第
五

公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所（第七百九十二

条関係）

徳島
略 名県 都府道

略 略 全）土2~i函重名量雪

略 略

所在地 （ 置） （張出 位置

））舎分庁 位所

管

轄

区

域

賂
（ 
略

。

第
八
百
一
条
第
一
章
第
二
節
の
施
設
等
機
関
に
つ
い
て
、
第
一
章
第
二
節
の
規
定

に
基
づ
く
職
の
ほ
か
、
各
施
設
等
機
関
に
第
一
章
第
二
節
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
る

組
織
に
そ
の
長
を
置
き
、
そ
の
長
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
組
織
上
の
名
称
を
附
す

る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
組
織
の
長
は
、
関
係
の
あ
る
他
の
職
を

占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

（略）

国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
に
置
く
看
護
師
養
成
所

国
立
感
染
症
研
究
所
検
定
検
査
品
質
保
証
室

（略）

別
表
第
一

1
別
表
第
四

（略）

別
表
第
五

公
共
職
業
安
定
所
及
び
公
共
職
業
安
定
所
の
出
張
所
（
第
七
百
九
十

条関係）

徳島
略 名県 都道府

名（）（定公

路 略 ） 庁舎（分 名所張出 名所 安職業共

賂
（ 

在所地 （ 置） （出 位置

略
） 庁舎分 所位張

管

轄

区

域

略 略
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略

略
自リ

略 岐牟
富｜

る

略
自リ

略

牟岐
海（部 南市阿

る 町

郡

（、 自リ

那賀郡

略
） る 略

海部

郡

略

略 略

l 略 同 事郡牟岐 略

海部
阿南市

郡

1 賀jj~ 
郡

略 略
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0厚生労働省訓第1号

（部内一般）

厚生労働省の内部組織に関する訓令の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成26年3月 31日

厚生労働大臣田村憲久

厚生労働省の内部車邸設に関する訓令の一部を改正する訓令

厚生労働省の内部組織に関する司I/令（平成 13年厚生労働省司｜｜第1号）の一部を次のよ

うに改正する。

目次中「第29条の3J. iを「第29条の2」に改める。

第 11条を次のように改める。

（ （秘書）

人

第 1l条大臣官房入事課に、秘書13人を置く。

2 秘書は、命を受けて、大臣、副大臣、大臣政務官、事務次官、厚生労働審議官、官房

長又は総括審議官の秘書に関する事務の処理に当たる。

3 秘書のうち、 1人を大臣総括秘書、 1人を副大臣総括秘書、 1人を大臣政務官総括秘

書、 1人を事務次官総括秘書、 1人を厚生労働審議官総括秘書とする。

4 大臣総括秘書、副大臣総括秘書、大臣政務官総括秘書、事務次官総括秘書又は厚生労

働審議官総括秘書は、それぞれ、大臣、副大臣、大臣政務官、事務次官又は厚生労働審

議官の秘書の所掌に属する事務を総括する。

5 第3項に規定するもののほか、秘書のうち、 1人を大臣主任秘書、 1人を副大臣主任

秘書、 1人を大臣政務官主任秘書、 1人を事務次官主任秘書、 1人を厚生労働審議官主

任秘書、 1人を官房長主任秘書、 1人を総括審議官主任秘書とする。

6 大臣主任秘書、副大臣主任秘書、大臣政務官主任秘書、事務次官主任秘書、厚生労働

審議官主任秘書、官房長主任秘書又は総括審議官主任秘書は、それぞれ、大臣、副大臣

、大臣政務官、事務次官、厚生労働審議官、官房長又は総括審議官の秘書の所掌に属す

る事務の調整に当たる。

第 19条の2の見出し及び同条第1項中「医療安全推進室Jを「医療国際展開推進室及

び医療安全推進室」に改め、同条中第3項を第5項とし、第2項を第4項とし、第1項の

次に次の2項を加える。

2 医療国際展開推進室は、保健医療に関する基本的な政策の企画及び立案並ひ、に推進に



関する事務のうち、医療の国際展開に関する事務をつかさどる。

3 医療国際展開推進室に、室長（関係のある他の職を占める者をもって充てられるもの

とする。）、室長補佐、専門宮並びに係及び係長を置く。

第 19条の 3の見出し及び同条第 1項中「及び救急・周産期医療等対策室」を「、救急

・周産期医療等対策室及び医療関連サービス窪Jに改め、同条に次の2項を加える。

6 医療関連サービス室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 病院、診療所及び助産所の経営管理の改善に関する事業（国及び地方公共団体以外

の者が行うものに限る。）の指導に関すること。

(2) 病院、診療所及び助産所における業務委託（医療法（昭和 23年法律第205号）

第 15条の2の規定により行われる業務の委託をいう。）に関すること。

(3) 臨床検査技師等に関する法律 （昭和33年法律第76号）第26条の3第 1項に 0 
規定する衛生検査所に関するごと。

7 医療関連サービス室に、室長、室長補佐並びに係及び係長を置く。

第 29条の 3を削る。

第39条の 2第2項（1）中「共向生活介護、」を削る。

第49条中「、第29条の 3Jを削る。

附則

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

。



／「

厚生労働省の内部組織に関する司I／令の一部を改正する司I／令新旧対照条文

0 厚生労働省の内部組織に関する訓令（平成l3年厚生労働省訓第1号）

／へ

（傍線の部分は改正部分）

己主主 第三
r ー
イ丁王E を見

目次・

第1章～第5章（略）

第6章労働基準局（第28条盆主主全企_g_)

第7章～第 15章（略）

附則

」盆童L

盆よよ~大臣官房人事課に、秘書 1 3人を置く。

2 秘書は、命を受けて、大臣、副大臣、大臣政務官、事務次官、厚

生労働審議官、官房長又は総括審議官の秘書に関する事務の処理に

主主ゑL

3 秘書のうち、 1人を大臣総括秘書、 1人を副大臣総括秘書、 1人

を大臣政務官総括秘書、 lAを事務次官総括秘書、 1人を厚生労働

審議官総括秘書とする。

4 大臣総括秘書、副大臣総括秘書、大臣政務官総括秘書、事務次官

総括秘書又は厚生労働審議官総括秘書は、それぞれ、大臣、副大臣

、大臣政務官、事務次官文は厚生労働審議官の秘書の所掌に属する

事務を総括する。

5 第3項に規定するもののほか、秘書のうち、 1人を大臣主任秘書

1人を副大臣主任秘書、 1人を大臣政務官主任秘書、 1人を事務

次官主任秘書、 1人を厚生労働審議官主任秘書、 1人を官房長主任

秘書、 1人を総括審議官主任秘書とする。

6 大臣主任秘書、副大臣主任秘書、大臣政務官主任秘書、事務次官

日次

第1章～第5章（略）

第6章労働基準局（第28条一塁主主全企豆）

第7章～第 1.5章（賂）

附則

（大臣付、副大臣付i大臣政務官付、事務次官付及び厚生労働審議

宣笠L
筆よよ金大臣官房人事課に、大臣付1人、副大臣付2人、大臣政務

官付2人、事務次官付1人及び厚生労働審議官付1人を置く。

2 大臣付、面l大臣付、大臣政務官付、事務次官付又は厚生労働審議

官付は、命を受けて、それぞれ、当該官職を補助する職員の指揮監

替を行い、大臣、副大臣、大臣政務官、事務次官又は厚生労働審議

官の秘書に関する事務の処理に当たるの

ー



主任秘書、厚生労働審議官主任秘書、官房長主任秘書又は総括審議

官主任秘書は、それぞれ、今大臣、副大臣、大臣政務官、事務次官、

厚生労働審議官、官房長又は総括審議官の秘書の所掌に属する事務

の調整に当たる。

（医療国際展開推進室及び医療安全推進室） ｜ （医療安全推進室）

第 19条の2 医政局総務課に、医療国際展開推進室及び医療安全推｜第 19条の 2 医政局総務課に、医療安全推進室を置く。

進室を置く。

2 医療国際展開推進室は、保健医療に関する基本的な政策の企画及｜ （新設）

び立案並びに推進に関する事務のうち、医療の国際展開に関する事

務をつかさどる。

3 医療国際展開推進室に、室長（関係のある他の職を占める者をも｜ （新設）

って充てられるものとする 0 ）、室長補佐、専門官並びに係及び係

量生童三L

..1_ • _§_ （略） J_g_・]_ （略）

（在宅医療推進室、救急・周産期医療等対策室及び医療関連サーピ

三室）

（在宅医療推進室及び救急・周産期医療等対策室）

第19条の 3 医政局指導課に、在宅医療推進室、救急・周産期医療

等対策室及び医療関淳サーピス室を置く。

2～5 （略）

6 医療関連サーピス室は、次に掲げる事務をつかさどる。

血病院、診療所及び助産所の経営管理の改善に関する事業（国及

び地方公共団体以外の者が行うものに限る拘）の指導に関するこ

よL

m病院、診療所及び助産所における業務委託（医療法（昭和 23 

年法律第20 5号）第 15条の 2の規定により行われる業務の委

託をいう 0 ）に関することn

(3) 臨床検査技師等に関する法律（昭和 33年法律第76号）第2

0条の 3第 1項に規定する衛生検査所に関すること白

第 19条の 3 医政局指導課に、在宅医療推進室及び救急・周産期医

遼笠盆笈室を置く。

2～5 （略）

（新設）

。 一2-
。



f『

7 医療関連サーピス室に、室長、室長補佐並びに係及び係長を置く

。

（削る）

（地域生活支援推進室）

第39条の 2 社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課に、地域生活

支援推進室を置し

2 地域生活支援推進室は、A 次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 障害者総合支援法の規定による障害福祉サービス（自立訓練及

び共同生活援助に限る。）に関すること（企画課の所掌に属する

ものを除ミ。）。

(2）・（3) （略）

（この司I／令に規定する室に置かれる室長補佐等の名称等）

第49条第12条から第 14条まで、第 16条から第22条まで、

第26条から第28条の2まで、第30条、第30条の 3、第31 

条の 2、第34条から第35条の2まで、第37条から第42条の

2まで及び第44条から前条までに規定する室に置かれる室長補佐

、専門官、班若しくは班長、係若しくは係長、専門職、主査又は専

門スタッフ職については、それぞれ第2条第3項若しくは第4項、

第3条第2項若しくは第3項、第4条第3項若しくは第4項、第5

戸「

（新設）

（システム最適化推進室）

笠え旦金金三労働基準局労災補償部労災保険業務課に、システム最

適化推進室を置く。

2 システム最適化推進室は、労災保険業務課の所掌事務のうち、災

害補償及び労働者災害補償保険に係る支払事務に関する電子計算組

織の最適化計画の策定、実施その他必要な事務をつかさどるn

3 システム最適化推進室に、室長（関係のある他の職を占める者を

もって充てられるものとする。）、室長補佐並びに係及び係長を置

~ 

（地域生活支援推進室）

第39条の2 社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課に、地域生活

支援推進室を置く。

2 地域生活支援推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 障害者総合支援法の規定による障害福祉サービス（去旦生益金

重」自立訓練及び共同生活援助に限る。）に関すること（企画課

の所掌に属するものを除く。）。

(2）・（3) （路）

にの訓令に規定する室に置かれる室長補佐等の名称等）

第49条 第12条から第 14条まで、第 1,6条から第22条まで、

第26条から第 28条の2まで、第29条の3、第30条、第 30 

条の 3、第31条の2、第 34条から第3_5条の2まで、第37条

から第42条の2まで及び第44条から前条までに規定する室に置

かれる室長補佐、専門官、班若しくは班長、係若じくは係長、専門

職、主査又は専門スタッフ職については、それぞれ第2条第3項若

しくは第4項、第3条第2項若しくは第3項、第4条第3項若しく

q
d
 



条第3項若しくは第4項、第6条第2項若しくは第3項、第7条第

2項若しくは第3項文は第9条の2第2項若しくは第3項の規定を

準用する。

。 4 -

は第4項、第5条第3項若しくは第4項、第6条第2項若しくは第

3項、第7条第2項若しくは第3項又は第9条の 2第2項若しくは

第3項の規定を準用する。

。


